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午後１時30分 開会

○司会 定刻と な りま した ので 、た だ今 から 、第 191回 静 岡県 都市 計画 審議 会を

開会い たしま す。私は 本日の 司会を 務めま す、都市計 画課の 山下と 申し ます。よ

ろしく お願い いたし ます。

本日 の審議 会には 委員 23名 中、 17名 の 出席を いただ いてお ります 。

後ほ ど、途中 参加 される 方が１ 名おり まして、計 18名 の方 に出席 いただ くこと

となっ ており ます。

こ れ に つ き ま し て は 、 静 岡 県 都 市 計 画 審 議 会 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 で 定 め る 定 足

数に達 してお ります ので、 その旨 報告を いたし ます。

初め に、交 通基盤 部長の 髙梨よ り御挨 拶を申 し上げ ます。

○髙梨交通基盤部長 皆さん こんに ちは。静岡 県交通 基盤部 長の髙 梨でご ざいま

す。開 会にあ たりま して一 言御挨 拶を申 し上げ ます。

本日 は大変 お忙し い中、県庁ま でお越 しいた だきま して、この会 に御出 席いた

だきま してあ りがと うござ います 。

そ れ か ら 今 回 の 審 議 会 か ら 新 た に 委 員 を 就 任 さ れ る 方 々 に お か れ ま し て は 就

任の依 頼を快 くご承 諾をい ただき まして、重ね て感謝 申し上 げます。あり がとう

ござい ます。

現在 の社会 経済情 勢は、物価高 騰、それ から アメリ カの関 税政策 などの 影響に

より見 通すこ とが大 変難し い状況 となっ ており ます。

そ う し た 厳 し い 状 況 下 で 、 県 で は 現 在 次 年 度 の 予 算 編 成 を 行 っ て い る と こ ろ

でござ います。こう した中 の交通 基盤部 としま しては、激甚 化頻発 化する 自然災

害やイ ンフラ 老朽化 等の危 機への 対策、これが 喫緊の 課題で ござい まして、県民

の 安 全 安 心 の 核 に 関 わ る こ と で も あ る こ と か ら 、 財 政 状 況 を 踏 ま え つ つ も し っ

かりと 進めて いくこ とが重 要であ ると考 えてお ります 。

都 市 計 画 に お き ま し て は 、 コ ン パ ク ト な ま ち づ く り に 引 き 続 き 取 り 組 む こ と

で、利便 性の高 い住 環境や 働きや すさな どで満 足度を 向上さ せ、都 市の再 生およ

び活性 化を目 指して まいり ます。

こ の 審 議 会 は 都 市 計 画 に か か る 知 事 の 諮 問 事 項 に つ い て 調 査 審 議 い た だ く 場

で あ り ま す が 、 都 市 計 画 が 都 市 の 将 来 を 決 定 す る と と も に 住 民 の 生 活 に 密 接 に

関与す るもの ですの で、専 門的な 検討を 実現す るため、各分 野から 本日お 集まり
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いただ いてい るとこ ろでご ざいま す。

本 日 の 議 案 は 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン の 変 更 、 そ れ か ら こ れ に 関 す る も

のが 18件 ござ います。区域マ スター プラン は、今後の 都市計 画、ま ちづく りの将

来 像 を 示 す も の で す の で 、 皆 様 の 御 幅 広 い 御 見 識 に 基 づ く 御 意 見 を 本 日 い た だ

きたい と思い ますの で、ご 審議の ほどよ ろしく お願い いたし ます。

最後 に、人口 減少 やＤＸ の普及・広がり 等に よる人 々の生 活様式 の変化 といっ

た 社 会 情 勢 に 対 応 し 、 県 民 が 豊 か で 安 全 安 心 な 暮 ら し を 実 感 で き る 持 続 可 能 な

都市の 実現に 向けま して、委員の 皆様に は引き 続き御 指導、御支援 をお願 いいた

します。簡単で はござ います が、開会の 御挨拶 といた します 。今日 はよろ しくお

願いい たしま す。

○司会 続き まして、委員の 異動に ついて 御報告 いたし ます。配布 しまし た資料

のうち 、委員 名簿を ご覧く ださい 。

まず、学識経 験のあ る者に ついて です。任期 満了に 伴う改 正によ り、今 回新た

に、経済 分野の 委員に 馬瀬和 人様、農業 分野の 委員に 鈴木緑 様、福 祉分野 の委員

に佐野 晋様に 御就任 いただ きまし た。

なお、鈴 木委員 は本日 は Webに よ り参加 いた だいて おりま す。また、濱 田六法

様、森本章 倫様、亀井暁 子様、増田 恭子様 には、委員に 再任を いただ きまし た。

なお 、亀井 委員は 、本日 所用に より欠 席です 。

続き まして、県 議会の 議員と して、土屋源 由様、良知 淳行様、増田 享大様 に、

新たに 御就任 いただ きまし た。ま た、宮 沢正美 様、阿 部卓也 様、早 川育子 様には

引き続 き委員 に御就 任いた だいて おりま すので 、よろ しくお 願いい たしま す。

なお 、増田 委員は 所用に より途 中入室 される 予定で す。

次 に 、 市 町 の 長 を 代 表 す る 者 と し て 、 静 岡 県 市 長 会 会 長 で 、 三 島 市 長 の 豊 岡

武士様、静岡県 町村 会会長 で、西伊 豆町長 の星 野浄晋 様に新 たに御 就任い ただき

ました 。

なお 、両委 員は本 日、所 用によ り欠席 です。

次に、市町の 議会の 議長を 代表す る者と して、静岡 県市議 会議長 会会 長で、磐

田市議 会議長 の鈴木 喜文様、静岡 県町村 議会議 長会会 長で、吉田町 議会議 長の増

田剛士 様に新 たに御 就任い ただき ました 。

なお 、両委 員は本 日所用 により 欠席で す。
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続き まして、関係 行政機 関の職 員の新 任委員 を御紹 介いた します。中部 地方整

備局長 の森本 輝様で す。本 日は、沼 津河川 国道 事務所 長の藤 浪様に 代理出 席いた

だいて おりま す。

次に、関 東農政 局長の 菅家秀 人様で す。本日 は、農村 計画課 長の野 中様に Web

に て 代 理出席 いただ いてお ります 。

次に、臨時委 員の 新任委 員を御 紹介し ます。東海財 務局静 岡財務 事務所 長の小

田川浩 二様で す。本 日は、 管財課 長の坂 下様に 代理出 席いた だいて おりま す。

次に、関東経 済産業 局総務 企画部 長の田 中慈和 様です 。本 日は、企画調 査課総

括係長 の中村 様に Webに て 代理 出席い ただい ており ます。

次に、静岡県 警察本 部本部 長の久 田誠様 です。本日 は、交 通規制 課長の 釈尾様

に代理 出席い ただい ており ます。

また、中 部運輸 局長の 中村広 樹様に は引き 続き 委員に 御就任 いただ いてお り、

本日は 静岡運 輸支局 長の小 川様に 御出席 いただ いてお ります 。

続き まして、審議 会の幹 事につ きまし ては、委員名 簿裏側 の幹事 名簿に 記載の

とおり でござ います 。

皆様 、どう ぞよろ しくお 願いい たしま す。

続き まして 、本日 の会議 で使う 資料に ついて 、確認 をいた します 。

委 員 の 皆 様 に は 、 電 子 デ ー タ が 入 っ た タ ブ レ ッ ト を １ 人 １ 台 ず つ 用 意 し て お

ります 。

この タブレ ットに は、タ ブレッ トの画 面上に、６つ のＰＤ Ｆファ イルが ござい

ます。 御覧い ただけ ますで しょう か。

左上 から薄 緑表紙 の「提 出議案 」、隣 の赤色 表紙の「提出 議案附 図」、その下

の青色 表紙の「 提出 議案資 料」、その隣 の無着 色の「 共通説 明資料 ①」、その下

の「 共通 説明資 料②」、最後に、黄色い 表紙の「 報告資 料」と なって おりま す。

こ こ で タ ブ レ ッ ト の 操 作 方 法 に つ い て 説 明 い た し ま す 。 表 示 さ れ て い る 電 子

フ ァ イ ル を １ 回 タ ッ プ し て い た だ き ま す と 、 し ば ら く す る と フ ァ イ ル が 開 き ま

す。その ファイ ルが開 いた状 態で、１回 タップ してい ただき ますと 、画面 下にペ

ージの バーが 出てま いりま す。こ れを活 用して いただ いて、見たい ページ に移動

してい ただき たいと 思いま す。

また、画 面を横 向きに してい ただい たとき に、右上 にあり ます「並 べて表 示」
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と い う ボ タ ン を 押 し て い た だ き ま す と 、 二 つ の フ ァ イ ル を 並 べ て 表 示 す る こ と

ができ ます。も し使い 方がわ からな い場合 には、周り に職員 がおり ます ので、お

声掛け くださ い。

また 本日は お手元 に紙の 資料を 用意し ており ますの で、必 要に応 じ、お 使いく

ださい 。

こ こ で 申 し 訳 あ り ま せ ん 。 紙 で 配 布 し ま し た 資 料 に つ い て 一 部 訂 正 が ご ざ い

ますの で、御 説明い たしま す。

イン デック スの番 号で４ 説明① と書か れてい る「共 通説明 資料①」につ いてで

ござい ます。

そこ の鑑に ある、第３号 議案、第 ５号議 案の 名称の 順番が 逆にな ってお りまし

た。正し くは、第３ 号議案 が御殿 場小山 広域、第５号 議案が 東駿河 湾広域 となり

ます。

同じ くイン デック スの５、説明資 料②「 共通 説明資 料②」につい てでご ざいま

すが、こ れにつ きま しても、第４号 議案と 第６ 号議案 の名称 の順番 が逆に なって

おり、正 しくは、第 ４号議 案が御 殿場小 山広域 、第６ 号議案 が東駿 河湾広 域とな

ります 。大変 申し訳 ありま せん。

幹 事 の 皆 様 に は 、 あ ら か じ め 送 付 し ま し た 電 子 デ ー タ の 資 料 を 各 自 の 端 末 に

て御覧 くださ います ようお 願いい たしま す。なお 、資 料を説 明する 際に は、会場

のモニ ター画 面にも 表示を いたし ます。

次に、本日の 審議 会の開 催方式 につい てです。本日 はオン ライン Zoomで 参 加さ

れてい る委員 の方が おりま して、 Webと の 併用の 会議と なりま すので、御 承知お

きくだ さい。

次に、発言方 法につ いて御 説明い たしま す。会場内 の委員 の方は 、発言 する際

は、挙手 をして いただ き、議長を 務める 会長に 指名さ れた後 、職員 がマイ クをお

持ちい たしま すので 、マイ クを用 いて発 言して くださ い。

オ ン ラ イ ン 出 席 の 委 員 の 方 は 、 Zoomア プ リ の 挙 手 機 能 を 使 用 し て 挙 手 い た だ

き、議長・会 長から 指名さ れた後 に、ミュ ート を解除 しては っきり とした 口調で

御発言 くださ い。

なお、発言が 終わり ました ら、手を下 げるボ タンを 押して いただ き、発 言時以

外はミ ュート の設定 により 、マイ クをオ フにし ておい てくだ さい。
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御協 力をお 願いい たしま す。

続き まして、会議 の公開 につい てです 。本日 の審議 会は公 開とし、後 日、議事

録を公 表いた します ので、 御了承 くださ い。

こ こ で 、 今 回 の 審 議 会 は 、 本 年 10月 16日 に 学 識 経 験 者 の 委 員 が 改 選 さ れ て 以

来、初 めての 審議会 でござ います ので、 会長の 選出を 行いま す。

なお、議事の 都合上、会 長が選 出され るまで の間、静岡県 交通基 盤部長 の髙梨

が進行 を務め ますの で、よ ろしく お願い いたし ます。

○髙梨交通基盤部長 交通基 盤部長 の髙梨 でござ います。し ばらく 進行役 を務め

ますの で、よ ろしく お願い いたし ます。

それ では、 会長の 選出方 法につ きまし て、事 務局か ら説明 願いま す。

○日野原都市計画課長 都市 計画課 長の日 野原と 申しま す。座って 説明さ せてい

ただき ます。 よろし くお願 いしま す。

お手 元に紙 で配布 してい る資料 のうち、「静 岡県都 市計画 審議会 条例」という

ものが 後ろの 方に付 いてい ると思 います 。そち らを御 覧くだ さい。

本 条 例 の 第 ４ 条 第 １ 項 に お き ま し て 、 会 長 は 、 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 掲 げ る

者、つま り、学 識経験 のある 者とし て任命 され た委員 の中か ら選挙 により 定める

ことと 規定さ れてお ります 。

次に、今の 資料の 裏面を 御覧く ださい 。「静 岡県都 市計画 審議会 運営 規程」に

なりま す。本運 営規 程の第 ２条第 １項に 会長の 選挙は 無記名 投票で 行い、有効投

票の最 多数を 得た者 をもっ て当選 人とす ると規 定され ており、また、同条 第３項

には、審議会 は、委 員中に 異議が ないと きは、第１項 の選挙 につき 、指名 推選の

方法を 用いる ことが できる と規定 されて おりま す。

以上 でござ います 。

○髙 梨 交 通 基 盤 部 長 た だ い ま 会 長 の 選 出 に つ き ま し て 事 務 局 か ら 説 明 が ご ざ

いまし たが、 どなた か御意 見はご ざいま すでし ょうか 。

濱田 委員お 願いし ます。

○濱田委員 会長 の選 出方法 につき まして は、過去 の事例 により ますと 、指名推

選によ り行わ れてい るよう ですの で、委 員皆様 の御了 解がい ただけ れば、指名推

選でよ ろしい かと思 います 。

また、会 長につ きま しては、当審 議会の これま での慣 例とし て、都市 計画分 野、
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ま た は 経 済 分 野 の 委 員 の 方 が 会 長 に 就 任 さ れ て い る こ と 、 前 期 も 会 長 を 務 め ら

れ た 森 本 委 員 が 引 き 続 き 委 員 に 就 任 さ れ た こ と か ら 、 森 本 委 員 を 会 長 に 推 薦 選

したい と思い ます。

○髙梨交通基盤部長 はい、 ありが とうご ざいま した。 ただい ま濱田 委員か ら、

会長の 選出方 法につ いて、指名推 選で行 うとの 御提案 があり ました が、御 異議は

ござい ません でしょ うか。

（「異 議なし 」の声 あり）

あり がとう ござい ます。異議は ないも のと認 められ ますの で、指 名推選 による

ことと いたし ます。

また、森本委 員を 会長に 御推薦 いただ きまし たが、森本委 員を会 長に指 名する

ことに つきま して、 御異議 はござ いませ んでし ょうか 。

（ 「異議 なし」 の声あ り）

あり がとう ござい ます。異議が ないも のと認 められ ますの で、森 本委員 に会長

をお願 いした いと存 じます。会長 が決ま りまし たので、今後 の議事 進行は 森本会

長にお 願いい たしま す。御 協力あ りがと うござ いまし た。

○司会 あり がとう ござい ました 。そ れでは、森 本会長 には、会長 席の方 にお移

りいた だきた いと思 います 。

それ ではこ こで、 会長か ら皆様 へ一言 御挨拶 をお願 いいた します 。

○森本会長 ただ いま会 長に推 選され ました 早稲田 大学の 森本で ござい ます。大

変重責 の役割 だと認 識をし ており ます。

私 が 静 岡 県 の 都 市 計 画 審 議 会 に 初 め て 委 員 と し て 参 画 し た の が 2017年 度 で ご

ざいま す。

早８ 年間と いう長 い月日 が流れ てきた わけで ござい ますけ れども、この 間、都

市計画 に関わ る様々 な問題 が発生 しまし た。

一番 大きな のは人 口減少 社会が さらに 進んで、コンパ クト・プラ ス・ネ ットワ

ー ク と い う 国 が 掲 げ た も の を よ り 一 層 強 く 推 進 し て い く と い う こ と が 顕 著 に な

ったと いうこ とでご ざいま す。また、コ ロナを 経て、デジタ ル技術 を活用 したま

ちづく り、俗に スマ ートシ ティと 呼んで います が、ス マート シティ に関わ るよう

な話も 都市計 画の中 で議論 をするようになりました。あるい は、近 年は自 動運転

技 術 も 大 変 注 目 さ れ て い て 、 ア メ リ カ や 中 国 は 既 に レ ベ ル ４ の 自 動 運 転 車 両 が
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お金を 取って 走るよ うにな っています。

日本 として も、ぜ ひこれ にキャ ッチア ップす る必要があり、静岡 県内の いくつ

かの自 治体で 自動運 転の社 会実験 等々も 始まっ ています。

新 し い 技 術 を 使 っ た ま ち づ く り と い う の も 大 変 重 要 な 視 点 で ご ざ い ま す。 こ

う い っ た 新 し い ま ち づ く り に 向 け て 、 こ の 静 岡 県 に お いて 日 本 の 中 で 最 先 端 の

ま ち づ く り が 進 む よ う に 、 私 も 微 力 で す け れ ど も 全 力 で お 手 伝 い を し た い と 思

ってお ります 。

都 市 計 画 審 議 会 は 従 来 か ら 大 変 重 要 な テ ー マ を 議 論 す る 場 で ご ざ い ま す 。 公

正 か つ 効 率 的 に 議 事 進 行 を 務 め て い き ま す の で 、 皆 様 の 御 協 力 を お 願 い し ま し

て、私 の冒頭 の挨拶 に代え させて いただ きます 。

どう ぞよろ しくお 願いい たしま す。

○司会 あり がとう ござい ました。ここで 交通 基盤部 長は所 用によ り退席 いたし

ますの で、御 了承く ださい 。

○森本会長 それ では議 案の審 議に先 立ちま して、会 長代理 の選任 を行い たいと

思いま す。

最初 に会長 代理の 選任方 法につ いて、 事務局 から説 明をお 願いい たしま す。

○司会 はい 、説明 申し上 げます 。

配布 資料の「 静岡県 都市計 画審議 会条例 」を 御覧く ださい 。会長 代理に つきま

しては、本条例 第４ 条第３ 項によ り、会長 があ らかじ め指名 する委 員がそ の職務

を代理 すると されて おりま す。以 上でご ざいま す。

○森本会長 それ では、 会長代 理を私 の方か ら指 名した いと思 います 。

会長 代理に つきま しては、お 一方目 は経済 分野 から就 任され ました 馬瀬委 員、

そ れ か ら 県 議 会 議 員 を 代 表 し ま し て 、 宮 沢 委 員 を 指 名 さ せ て い た だ き た い と 思

います 。馬瀬 委員、 宮沢委 員、ど うぞよ ろしく お願い いたし ます。

○馬瀬委員 承知し ました 。

○宮沢委員 承知し ました 。

○森本会長 はい、ではお ２人に は承知 をして いただ いたと いうこ とで、ありが

とうご ざいま す。

○森本会長 それで はただ いまか ら次第 の「２ 議案の 審議」 に入り ます 。

円 滑 な 議 事 進 行 に つ き ま し て 、 改 め て 皆 様 の 御 協 力 を よ ろ し く お 願 い い た し
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ます。

それ と傍聴 される 方につ きまし ては、配 布しま した「お願 い」事 項の記 載事項

を守り 、会議 中は静 粛にお 願いを いたし ます。

加え て、今日 の議事 録署名 人でご ざいま すが、議長 を務め る私の ほか に、馬瀬

和人委 員にお 願いし たいと 思いま す。馬 瀬委員 よろし くお願 いいた します 。

本日 の議案 でござ います が、全部 で 18件 ござい ます。内訳 ですが 、都市 計画区

域の整 備、開発 及び 保全の 方針の 変更に 関する ものが ８件、区域区 分の変 更に関

するも のが８ 件、臨 港地区 の変更 に関す るもの が１件、建築 基準法 の規定 に関す

るもの が１件 となっ ており ます。極めて 多くの 議案が ござい ますの で、効 率的に

運営を してい きたい と思っ ており ます。

それ では、審 議会 運営規 程第７ 条に基 づき、議案に ついて の説明 を事務 局に求

めます 。

初 め に 、 第 １ 号 議 案 か ら 第 17号 議 案 ま で の 共 通 す る 事 項 を 事 務 局 が 用 意 し た

資料に 基づい て、御 説明を お願い いたし ます。

○日野原都市計画課長 改めまして、都 市計画 課長の 日野原 でござ います 。座 って説

明させ て頂き ます。

本 日 御 審 議 い た だ く 議 案 は 、 都 市 計 画 の ５ 年 ご と に 行 う 定 期 的 な 見 直 し の う

ち、線引 き都市 計画 区域の 案件で ござい ます。はじめ に表紙 が緑色 の議案 書の目

次を御 覧くだ さい。

都市 計画区 域ごと に、都市 計画区 域の整 備、開発及 び保全 の方針 の変 更、区域

区 分 の 変 更 、 関 連 都 市 計 画 が あ る 区 域 は そ の 変 更 に つ い て 案 件 を 列 記 し て お り

ます。

都 市 計 画 法 で は 、 ま ず 都 市 計 画 区 域 を 指 定 し 、 法 に 基 づ く 基 礎 調 査 を 行 い ま

す。次 に、その 調査、分析 に基づ き都市 計画区 域の整 備、開 発及び 保全の 方針を

定める ことに なって います。方針 では、市 街化 区域と 市街化 調整区 域の区 分のほ

か、商業 地域や 工業地 域とい った用 途地域 等の土 地利用 や、道路、公園等 の都市

施 設 の 決 定 の 方 針 を 定 め る こ と に な っ て い ま す 。 都 市 計 画 の 基 礎 調 査 は 国 勢 調

査に併 せ、おお むね ５年ご とに行 われる ことか ら、そ れに伴 い都市 計画区 域の整

備、開 発及び 保全 の方針 は５年 毎に定 期的に 見直し をして おりま す。本県で は、
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昭和 45年 に策 定して から、 ９回目 の定期 見直し となり ます。

なお、都 市計画 区域 の整備、開発 及び保 全の方 針とい う名称 は、長い ことか ら、

以後の 説明で は、都市計 画区域 マスタ ープラ ン又 は区域 マスと 表現い たしま す。

説 明 の 順 序 で す が 、 今 回 の 区 域 マ ス の 変 更 及 び 区 域 区 分 の 変 更 に つ い て 、 ま

ず、全区 域に共 通する 内容を 御説明 し、その後 、都市 計画区 域ごと に議案 を御説

明いた します 。

共 通 説 明 資 料 ① の ２ ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 共 通 事 項 の 説 明 と し て 、 １ と し

て、都市 計画区 域マス タープ ランに ついて 。２ として 、区域 マス見 直しの 背景に

ついて。３とし て、都 市計画 区域マ スター プラ ン見直 しにつ いて御 説明い たしま

す。

３ ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 ま ず １ 、 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン に つ い て で

す。

４ペ ージを 御覧く ださい。区域マ スは、都市 計画区 域ごと に、長 期的な 視点に

立 っ た 、 概 ね 20年 後 の 都 市 の 将 来 像 と そ の 実 現 に 向 け た 概 ね 10年 以 内 の 方 針 を

示すも のとし て策定 します 。

その 内容は、都市 計画法 第６条 の２に 定めら れてお り、大 きく３ つの項 目で構

成して おりま す。

１項 目目は「 都市 計画の 目標」で、概 ね 20年 後の将 来像と して、都市づ くりの

基本理 念や将 来市街 地像を 定めま す。

２項 目目は「 区域 区分の 決定の 有無」及び「区 域区分 の方針」で、概ね 10年 以

内の市 街化の 方針を 定めま す。

３項 目目は「主 要な都 市計画 の決定 の方針 」で、概ね 10年 以 内の方 針とし て、

土地利 用、都 市施設 、市街 地開発 事業、都市防 災など につい て、主 要な都 市計画

の決定 の方針 を定め ます。

５ペ ージを 御覧く ださい。県で は、静岡 及び 浜松を 除く 19の 都市 計画区 域で区

域マス を策定 してお ります。このう ち、赤で示 す８区 域は、都市計 画区域 を市街

化区域 と市街 化調整 区域に 分ける、区域区 分を定 めてい ます。いわ ゆる「 線引き

都市計 画区域 」です 。

また、青で 示す 11区 域は 、区域 区分を 定めな い、い わゆる「 非線 引き都 市計画

区域」 です。
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なお、緑色で 示す、静岡 及び浜 松の区 域マス は、政 令市で ある静 岡市及 び浜松

市が権 限を有 してお ります 。

６ペ ージを 御覧く ださい。続い て、区域 マス 見直し の背景 につい て御説 明いた

します 。まず １点目 、人口 減少と 少子高 齢化で す。

７ペ ージを 御覧く ださい。この 図は本 県の人 口と高 齢化率 の推移 で、2020年 ま

では国 勢調査 の結果、2025年 以 降 は国立 社会保 障・人 口問題 研究所 の推計 データ

になり ます。

本県 の人口 は、2007年 の 約 379万 ７ 千人 を迎 えるま で一貫 して増 加して きまし

たが、以 降は減 少に 転じ、2040年 に は 311万 ６ 千人 になる と推計 されて おりま す。

高 齢 化 率 は 上 昇 傾 向 で 、 2040年 に は 65歳 以 上 の 高 齢 化 率 は 37.2％ に な る と 推 計

されて います 。

８ペ ージを 御覧く ださい。背 景の２ 点目、激 甚化・頻 発化す る自然 災害で す。

こ の 図 は 、 本 県 に お け る 時 間 雨 量 50㎜ 以 上 の 降 雨 発 生 回 数 を 表 し た グ ラ フ で

す。1984年 か ら 1993年 の 10年 間 では時 間雨量 50㎜ 以上の 降雨回 数は年 平均 9.4回

で した が、 2015年 か ら 2024年 ま で の 10年 間では 年平均 15回 に 増加し ました 。

９ペ ージを 御覧く ださい 。本県 におけ る土砂 災害発 生状況 です。

平 成 17年 か ら 平 成 26年 ま で の 10年 間 で は 土 砂 災 害 の 発 生 件 数 は 年 平 均 48件 で

したが 、平成 27年 か ら令和 ６年ま での 10年 間で は年平 均 70回 に増加 しまし た。

これ らのこ とから、気候 変動に よる水 災害、土砂災 害リス クは今 後ます ます高

まるも のと想 定され ます。

10ペ ージを 御覧く ださい 。背景 の３点 目、災 害ハザ ードへ の対応 です。

左の 図は、現 在公 表され ている 国及び 県管理 河川の 洪水浸 水想定 区域と、都市

計画区 域を重 ねたも のです。右の 図は、静 岡県 第４次 地震被 害想定 での津 波浸水

区域と 、都市 計画区 域とを 重ね合 わせた もので す。

都市 計画区 域内に は様々 なハザ ードが あり、 これら への対 応が必 要です 。

なお、資料左 側に 記載し てあり ます、水 災害 対策プ ランの 策定地 区数で ござい

ますが、資料で は 20地 区とな ってい ますが 、現 在 21地 区とい うこと です ので、す

みませ んが訂 正をお 願いい たしま す。

11ペ ージを 御覧く ださい 。背景 の４点 目、交 通ネッ トワー クの整 備です 。

本 県 で は 、 東 名 高 速 道 路 及 び 東 海 道 新 幹 線 と い う 東 西 方 向 の 交 通 ネ ッ ト ワ ー
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クが新 東名高 速道路 により 機能向 上し、さらに は中部 横断自 動車道、伊豆 縦貫自

動 車 道 、 三 遠 南 信 自 動 車 道 な ど 南 北 方 向 の 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 整 備 が 進 ん で お

ります 。

12ペ ージを 御覧く ださい。この ような 社会情 勢の変 化など、本県 を取り 巻く状

況を踏 まえて、今回 の区域 マスの 定期見 直しに 先立ち、令和 ５年３ 月に静 岡県都

市計画 区域マ スター プラン 策定方 針を改 定いた しまし た。

こ の 方 針 で は 、 県 全 体 に 共 通 す る 今 後 の 都 市 づ く り の 基 本 理 念 と 目 標 を 設 定

してお り、こ れを基 にそれ ぞれの 区域マ スを策 定する ことと してお ります 。

13ペ ージを 御覧く ださい。続い て、都市 計画 区域マ スター プラン の見直 し内容

につい て御説 明いた します 。

14ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 今 回 の 区 域 マ ス 見 直 し の 主 な ポ イ ン ト は ４ 点 あ り

ます。１ 点目は、「策定 方針の 考え方 をもと に、各 都市計 画区域 の目標 を設定 」、

２点目 は、「 県全体 を考え 、統一し た指標 に基づ き将来 都市構 造を整 理」、３点

目は、「 新たな 潮流・法 改正へ の対応 」、４ 点目は、「 区域 拡大に 関する 県の考

え方を 明確化 」です 。

区域 マスに 記載す る順に 、前回 からの 見直し 箇所を 御説明 してい きます 。

15ペ ージを 御覧く ださい。１都市 計画の 目標の（ １）都 市づく りの基 本理念 に、

県が目 指す集 約連携 型都市 構造、新たな 技術に ついて、全区 域統一 で記載 しまし

た。

16ペ ージを 御覧く ださい。同じく、都 市づく りの基 本理念 につい て、策 定方針

の考え をもと に、各 都市計 画区域 の目標 を設定 しまし た。

①か ら⑥ま での目 標につ いては、県全 体で基 本的な 考え方 をもと に、各 都市計

画区域 の特性 を考慮 して設 定して おりま す。

17ペ ージを 御覧く ださい。本県 が目指 す集約 連携型 都市構 造では、都市 機能及

び 居 住 を 集 約 化 す る 拠 点 の 形 成 と 、 拠 点 間 及 び 拠 点 と 周 辺 市 街 地 と を 連 携 軸 で

結ぶこ ととし ていま す。

各都 市計画 区域の 拠点の 考え方 は、表に 示す評 価指標 等によ り、広域 拠点、都

市拠点 、地域 拠点、 生活拠 点の４ つに整 理して います 。

18ペ ージを 御覧く ださい。連携 軸は、担う役 割に応 じて、広域連 携軸、都市連

携軸を 配置し ていま す。
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広域 連携軸 は、県内外 や県内 の広域 拠点間 を結ぶ 骨格的 な連携 軸です。ま た、

都市連 携軸は 広域拠 点と各 都市の 都市拠 点とを 結ぶ連 携軸で す。

19ペ ージを 御覧く ださい。この 図は、区 域マ スの策 定方針 に定め た県全 体の将

来都市 構造図 で、県内 ３箇所 の広域 拠点や 、こ れらを 結ぶ広 域連携 軸な ど、代表

的な拠 点と連 携軸を 示して います 。

各 都 市 計 画 区 域 に お け る 拠 点 と 連 携 軸 は 、 こ の 県 全 体 で 統 一 し た 考 え 方 に 基

づいて 配置し ていま す。後 ほど各 議案の 中で御 説明い たしま す。

20ペ ージを 御覧く ださい。続い て２項 目目、区域区 分の決 定の有 無及び 区域区

分を定 める際 の方針 につい てです 。

区域 区分に ついて は、基礎 調査結 果を分 析・評価し た結果 、すべ ての線 引き都

市計画 区域で 、これ までと 同様に 区域区 分を定 めるこ ととい たしま した。

21ペ ージを 御覧く ださい 。３項 目目、 主な都 市計画 の方針 につい てです 。

新た な潮流・法改正 への対 応、集約連 携型都 市構造 の構築 として 、立地 適正化

計画の 作状況 を踏ま え、住宅地、商業・業 務地の 配置の 方針に、居住 誘導区 域、

都市機 能誘導 区域に 居住等 の誘導 を図る ことを 記載い たしま した。

22ペ ージを 御覧く ださい。激甚 化・頻発 化す る自然 災害へ の都市 計画と しての

対応に ついて、都市 防災に 関する 方針に、市街 地にお ける立 地適正 化計画 や防災

指針、 流域治 水、無 電柱化 など取 り組む べき内 容を記 載しま した。

23ペ ージを 御覧く ださい。集約 連携型 都市構 造の構 築、ま ちづく りに関 する新

たな技 術への 対応と して、⑤公共 交通と 土地利 用の連 携に関 する方 針や、⑥低未

利用地 の有効 活用に 関する 方針を 追加し ました 。

24ペ ージを 御覧く ださい。市街 化調整 区域の 土地利 用の方 針につ いて、激甚化

・頻 発化す る自然 災害へ の対応 として 、災害 ハザ ードエ リアに おける 開発抑 制、

移 転 の 促 進 な ど 、 安 全 な ま ち づ く り の た め に 対 策 を 進 め て い く こ と を 盛 り 込 み

ました 。

25ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 市 街 化 調 整 区 域 へ の 市 街 化 区 域 の 区 域 拡 大 に 関 す

る県の 考え方 を明確 にしま した。

工業 系市街 地の拡 大にお いては、イン ターチ ェンジ などへ のアク セス性 や、一

団 の 土 地 確 保 の 必 要 性 か ら 、 郊 外 部 に お い て 確 保 す る の が 妥 当 で あ る ケ ー ス も

あるた め、今 後も柔 軟に検 討する ことを 盛り込 みまし た。
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26ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 自 然 的 環 境 の 整 備 又 は 保 全 に 関 す る 都 市 計 画 の 決

定 の 方 針 と し て 、 自 然 環 境 が 有 す る 多 様 な 機 能 を 活 用 す る グ リ ー ン イ ン フ ラ の

取組を 推進す ること を記載 しまし た。

以上、今回の 区域 マスの 変更に ついて、全区 域に共 通する 変更内 容を御 説明し

ました 。

○日野原都市計画課長 続 いて、区域 区分の 変更 につい て共通 する事 項を御 説明い

たしま す。共 通説明 資料② の２ペ ージを 御覧く ださい 。

今回 は、政令 市決 定であ る静岡・浜松を 除く ８つの 線引き 都市計 画区域 にかか

る区域 区分の 変更に ついて 御説明 します 。

３ペ ージを 御覧く ださい 。区域 区分を 定める 目的や 考え方 につい てです 。

まず、都市 計画法 第２条 都市計 画の基 本理 念とし て、「都 市計画 は、農 林漁業

と の 健 全 な 調 和 を 図 り つ つ 、 土 地 の 合 理 的 な 利 用 が 図 ら れ る べ き こ と を 基 本 理

念とし て定め る」と されて います 。

次に 法第７ 条区域 区分と して、第１項 に、「 都市計 画に、市街化 区域と 市街化

調整区 域との 区分、すな わち区 域区分 を定め ること ができ る」とされ ていま す。

また、第２ 項に、「 市街 化区域 は、すで に市 街地を 形成し ている 区域及 びおお

む ね 10年 以 内 に 優 先 的 か つ 計 画 的 に 市 街 化 を 図 る べ き 区 域 と す る 」 と さ れ て い

ます。

さら に法第 23条 に おいて、国土 交通大 臣が、県が行 う区域 区分に 関する 都市計

画 の 変 更 に 同 意 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 農 林 水 産 大 臣 に 協 議 し な け れ

ばなら ないと されて います 。

４ペ ージを 御覧く ださい。ただ いま法 律の条 文で説 明した 区域区 分を、イメー

ジしや すくす るため 、模式 図を用 いて御 説明い たしま す。

法第 ７条第 ２項の「 すでに 市街地 を形成 してい る区域 」は 、赤の 実線で 囲まれ

た、商 業・業務 地、住宅及 び工業 地です。また 、「お おむね 10年 以 内に優 先的か

つ 計 画 的 に 市 街 化 を 図 る べ き 区 域 」 は 、 赤 の 破 線 で 囲 ま れ た 住 宅 地 や 工 業 地 で

す。な お、この 名称は 長いの で、以後の 説明で は、「市 街化を 図るべ き区域 」と

表現し ます。

これ らの区 域は、法第 23条 第１ 項に基 づき、農林水 産大臣 との協 議が整 った範
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囲です 。

５ペ ージを 御覧く ださい。区域 区分の 変更内 容につ いて、個別の 議案を 例示し

ながら 御説明 いたし ます。

左側 に、第４ 号議 案御殿 場小山 広域都 市計画 区域の 区域区 分の計 画書で、先ほ

ど御説 明した 右側の 模式図 との関 わりを 示して おりま す。

本都 市計画 区域で は、今回、工 業系の 市街化 区域を 拡大す るため 、項目 １にお

いて、「 計画 図表示 のとお り」と記載 し、模 式図で は「 市街化 を図る べき区 域」

の一部、前のペ ージ、４ペ ージの 模式図 の右上 に、波 線で一 部示し ていま すけれ

ども、 個別編 入と記 載した 区域を 拡大す る変更 となり ます。

６ペ ージを 御覧く ださい。次に 、模式 図で赤 の太実 線で囲 まれて いる、「 すで

に市街 地を形 成して いる区 域」につ いて配 置する 人口は 、左 側の計 画書 では、項

目２の 人口フ レーム の表の 中で、 「配分 する人 口」４ 万９千 人とな ります 。

７ ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 基 準 年 か ら 10年 後 の 2030年 に お け る 市 街 化 区 域 内

人口は、４万９ 千５百 人と推 計され、模 式図で は赤の 太実線 で囲ま れる「 すでに

市街地 を形成 してい る区域」及び「 市街 化を図 るべき 区域」の両方 に配置 する人

口にな ります 。

８ペ ージを 御覧く ださい。2030年 に お ける、市街化 区域内 に配置 する人 口４万

９ 千 ５ 百 人 と 、 既 に 市 街 地 を 形 成 し て い る 区 域 に 配 置 す る 人 口 ４ 万 ９ 千 人 と の

差であ る５百 人は、保留 する人 口とし て、模 式図 で赤の 太実線 で囲ま れてい る、

市街化 を図る べき住 宅地の 区域に 配置す る人口 となり ます。

９ペ ージを 御覧く ださい。次に 、模式 図で赤 の太実 線で囲 まれて いる、「 すで

に市街 地を形 成して いる区 域」の うちの 工業地 におけ る工業 出荷額 は、左 側の計

画書で は、項目 ３の 産業フ レーム の表の 中で、基準年 である 2020年 の 工業 出荷額

12兆 5,868億 円 と なりま す。

10ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 基 準 年 か ら 10年 後 の 2030年 に お け る 県 内 工 業 出 荷

額は 14兆 607億 円 と推計 され、模式 図で赤 の太 実線で 囲む区 域にお ける工 業出荷

額にな ります 。

11ペ ージを 御覧く ださい。 2030年 と 2020年 の 県内 工業出 荷額の 差、１兆 4,739

億 円 が、模式図 で赤 の太実 線で囲 まれて いる、市街化 を図る べき工 業地の 区域に

おける 工業出 荷額と なりま す。
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12ペ ー ジを 御覧く ださい。次に、法第 23条 第 １項の 国との 協議に ついて 御説明

いたし ます。

まず、人口フ レーム につい てです。人 口フレ ームの 協議は 、区域 区分の 計画書

に記載 する「保 留する 人口」につ いて、全 県の 都市計 画区域 を対象 に協議 するも

のです 。

「保 留する 人口」と は、目標年 次であ る 2030年 ま で に、市 街化区 域とし て拡大

可能な 住宅地 の適正 規模を 、人口 で表現 したも のです 。

2030年 ま で の拡大 可能な 住宅地 の面積 は、右 側の図 中の計 算式の とおり、保留

する人 口を、 目標と する人 口密度 で割る ことに よって 算出し ます。

13ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 人 口 減 少 と フ レ ー ム の 関 係 に つ い て 御 説 明 い た し

ます。

グラ フに示 すとお り、人口減 少が見 込まれ る中、平均 世帯人 員の減 少によ り、

世 帯 数 は 増 加 す る 見 込 み と な っ て い る こ と か ら 、 保 留 フ レ ー ム を 確 保 し て い ま

す。

14ペ ージを 御覧く ださい 。次に 、産業 フレー ムにつ いてで す。

産業 フレー ムの協 議は、区 域区分 の計画 書に記 載する「県 内工業 出荷 額」につ

いて、 都市計 画区域 ごとで はなく 、全県 で協議 するも のです 。

2030年 ま で に拡大 可能な 工業地 の面積 は、右 側の図 中の計 算式の とおり、県内

工業出 荷額の 増加分 を、敷 地生産 性、すな わち 単位面 積あた りの工 業出荷 額で割

ること によっ て算出 します 。

15ペ ージを 御覧く ださい。今回 の区域 区分の 変更に ついて、これ まで御 殿場小

山 広 域 都 市 計 画 区 域 を 例 に 説 明 し て き ま し た が 、 す べ て の 区 域 の 内 容 を ま と め

たもの です。

項 目 ２ に 人 口 フ レ ー ム を 一 覧 表 に し て お り ま す 。 表 の 下 段 に 示 す 保 留 す る 人

口は、御 殿場小 山広域 では５ 百人で したが 、湖 西は百 人、浜 松３千 ３百人 など各

区域ご と保留 する人 口を設 定して おりま す。

次に 項目３ の産業 フレー ムです。新東 名高速 道路な ど、高 規格幹 線道路 の整備

の進展 により、工業 地の適 性規模 は、都市 計画 区域よ り広域 の範囲 で算定 するこ

とが適 切と考 え、県 全体で 産業フ レーム を設定 してお ります 。

今後 の対応 ですが、市街 化調整 区域の いずれ かの土 地にお いて、面的整 備の見
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通しや 地元合 意形成 が整っ た時点 で、保 留する フレー ムの範 囲内に おいて、改め

て国と 協議し 市街化 区域を 拡大す ること になり ます。

本日 の全議 案の内 容のう ち、共 通する 部分の 内容の 説明は 以上で す。

各都 市計画 区域の 議案に つきま しては、この あと個 別に御 説明し、御審 議いた

だきま すが、こ こま での共 通内容 につき まして 御質問 をお受 けしま す。よ ろしく

お願い いたし ます。

○森本会長 説 明あり がとう ござい ました 。た だいま 共通事 項につ いて御 説明を

いただ きまし たが、 皆様の 方から 御質問 、御意 見ござ います でしょ うか。

特 に 無 け れ ば 私 の 方 か ら 一 点 確 認 で す け ど 、 先 ほ ど の ス ラ イ ド の 13ペ ー ジ で

御説明 あった 内容で、「人 口自身 は減少 するが、世帯数 は増加 傾向に あるの で」

と い う 説 明 で 、 今 回 こ の 保 留 の 人 口 も 含 め て 人 口 フ レ ー ム を 設 定 さ れ て お ら れ

ま す 。 一 方 で い ず れ 世 帯 数 自 身 も 今 後 減 少 の 方 向 に 向 か う と い う こ と は 確 実 視

されて いる中 で、人 口フレ ームに ついて 今、県 が提案 された ように 設定さ れたこ

とにつ いて、 もう少 し詳し く教え ていた だけま すでし ょうか 。

○日野原都市計画課長 は い、御 説明し ます。

共通 説明資 料②の 13ペ ー ジのグ ラフを 御覧く ださい 。

会 長 の 御 指 摘 の と お り 、 市 街 化 区 域 内 の 世 帯 数 に つ い て 2020年 か ら 2030年 の

間 に 増 加 す る と い う こ と で ご ざ い ま す け れ ど も 、 今 後 の 人 口 減 少 を 考 慮 す る と

世帯数 も減少 に転じ るとい うこと は考え られま す。世帯 数が減 少に転 じた場 合、

人口フ レーム を設定 すると いうこ とは非 常に難 しくな ると考 えてお ります 。

また 、共通 説明資 料①の 14ペ ー ジを御 覧くだ さい。

下段 に区域 拡大に 関する 考え方 として、「人 口減少 下で集 約連携 型都市 構造の

構 築 に お い て 今 後 は 区 域 区 分 の 変 更 を 伴 う 大 規 模 な 住 宅 系 市 街 地 の 拡 大 は 原 則

行わな い」と いうこ とを、 ここで 示して おりま す。

一方 で、災害 ハザ ードエ リアか らの移 転など、市街 地内の 新たな 住宅地 の必要

性 な ど も 考 え ら れ ま す の で 、 今 後 は こ の よ う な 土 地 利 用 の 見 通 し を 総 合 的 に 勘

案して 、区域 区分の 設定を 考えて いくと いうふ うに考 えてお ります 。

以上で ござい ます。

○森本会長 はい。 ありが とうご ざいま す。

事 務 局 の 説 明 で ト ー タ ル と し て は 今 の よ う な 御 説 明 に な る ん で す が 、 地 域 ご
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と に 防 災 性 の 観 点 か ら き め 細 か い 設 定 を し て い く と い う こ と と 、 県 土 全 体 と し

てはコ ンパク ト・プ ラス・ネ ットワ ークを より 進めて いくと いうふ うに理 解しま

したが 、よろ しいで しょう か。

○日野原都市計画課長 そ の通り です。 よろし くお願 いしま す。

○森本会長 そうい うこと でござ います 。

その ほかご ざいま すでし ょうか 。

特に なけれ ば、そ れぞれ の議案 につい ての審 議の方 に入り たいと 思いま す。

最初 第１号、第２ 号議案、田方広 域につ きま して一 括して 上程を いたし ますの

で、事 務局に 説明を 求めま す。

○日野原都市計画課長 そ れでは、第 １号議 案の 田方広 域都市 計画に おける 区域マ

スの変 更及び 第２号 議案の 区域区 分の変 更につ いて、 一括し て御説 明しま す。

はじ めに第 １号議 案です が、議案書 は１ペ ージ から 24ペ ージ までに なりま す。

議案 書の４ ページ、及び表 紙がピ ンク色 の「 提出議 案附図 」の２ ページ を御覧

くださ い。

附図 は、本 区域の 将来市 街地像 図にな ります 。

伊豆 の国市 及び函 南町の １市１ 町で構 成され る本区 域は、静岡県 の東部、伊豆

半 島 の 北 部 に 位 置 し 、 富 士 箱 根 伊 豆 国 立 公 園 に 指 定 さ れ て い る 山 地 か ら 丘 陵 地

にかけ て広が る森林 緑地や、一級 河川狩 野川な どの豊 かな自 然資源 を有し、温泉

や 世 界 遺 産 に 登 録 さ れ た 韮 山 反 射 炉 な ど の 歴 史 文 化 資 源 は 、 観 光 資 源 と し て も

活用さ れてい ます。

また、東京 から 100km圏 内 という 首都圏 に近い 優位性 を有す るとと もに、伊豆

半島へ の玄関 口に位 置し、新東名 高速道 路、東 名高速 道路に 接続す る国道 １号や

国道 136号 、ＪＲ 東海 道新幹 線、Ｊ Ｒ東海 道本 線に接 続する 伊豆箱 根鉄道 駿豆線

などが 本区域 の交通 体系を 構成し ていま す。

近年 におい ては、ファル マバレ ー関連 産業の 集積が 進むな ど、魅 力ある 地域づ

くりや 、力強 い経済 の再生 と発展 に向け た施策 が展開 されて います 。

さら には、世 界遺 産に登 録され ている 韮山反 射炉や、伊豆 半島ジ オパー クなど

による、イン バウン ドを始 めとし た観光・レク リエー ション 需要や、Ｄ Ｘ、デジ

タ ル ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン の 推 進 や 産 業 の 国 内 回 帰 の 進 展 な ど を 背 景 と し
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た新た な産業 の振興 などが 期待さ れるた め、多様 な交流 のもと に伝統・歴史・文

化 を 育 み 、 本 区 域 の 特 徴 で あ る 自 然 環 境 と 都 市 的 環 境 が 融 合 さ れ た 都 市 づ く り

が求め られま す。

これ らを踏 まえ、 本区域 におけ る都市 計画の 方向性 をとり まとめ ました 。

議案 書の５ ページ を御覧 くださ い。策 定方針 の目標 を基に、上段 にあり ます６

項目の 都市づ くりの 目標を 設定し ており ます。

議 案 附 図 の ２ ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 本 区 域 の 将 来 像 と し て 、 伊 豆 長 岡 駅 周

辺、函 南町役 場周辺 を赤色 破線丸 印で示 します 都市拠 点とし て配置 しまし た。

また、函南 駅周辺 、韮山 駅周辺、田京 駅周辺 、伊豆 の国市 役所周 辺をオ レンジ

色破線 丸印で 示しま す、都 市拠点 を補完 する地 域拠点 として 配置し ました 。

交通 軸とし て、南 北方向 では、国道１ 号、国道 136号 、国 道 414号 、伊豆 箱根鉄

道駿豆 線を、東西 方向 では、ＪＲ東 海道本 線、県道 熱海函 南線等 を配置 しまし た。

その 他、産業拠 点、観光・レ クリエ ーショ ン拠 点を地 域特性 に応じ て配置 し、

これら 拠点が 交通軸 により 連携し た集約 連携型 都市構 造を目 指しま す。

第１ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第２ 号議案 の、田 方広域 都市計 画区域 区分の

変更に ついて、御 説明し ます。議案書 は 25ペ ージ から 28ペ ージ までに なりま す。

議案 書の 26ペ ージ を御覧 くださ い。区 域区分 の変更 に定め る事項 は、市 街化区

域及び 市街化 調整区 域の区 分と、人口フ レーム、産業 フレー ムを設 定する ことで

ござい ます。

本区 域の区 域区分 につい ては、現状 の市街 化区 域から 変更な しとし ていま す。

また、 人口フ レーム 等につ きまし ては、 先ほど 説明し たとお りでご ざいま す。

第２号 議案に ついて の説明 は、以 上でご ざいま す。

なお、両案件 につき まして、本 年 10月 ７日か ら 22日 までの ２週間 、縦覧 に供し

たとこ ろ、区域 マスの 案に対 し、１通の 意見書 の提出 があり ました ので、意見の

要旨及 びそれ に対す る県の 対応方 針につ きまし て御説 明しま す。

議案 書の 16ペ ージ を御覧 くださ い。「 ３）そ の他の 都市施 設の都 市計画 の決定

の方針」、「② 主要 な施設 の配置 の方針」の２ 段落目 となり ます、「 その 他の処

理施設」として 、伊豆 の国市 奈古谷 地区に 伊豆 の国市 韮山リ サイク ルプラ ザを配
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置する。火葬場 とし て、伊豆 の国市 韮山多 田地 区に伊 豆の国 市斎場 を配置 するの

記載に 対する 意見で す。

表紙 が青色 の公聴 会・意 見書に 係る資 料 35ペ ージを 御覧く ださい。意見 要旨を

御覧く ださい 。

「伊 豆の国 市韮山 リサイ クルプ ラザ、伊豆の 国市斎 場は、既に完 成して いて運

用が開 始され ている ので、 削除す べきで ある。 」との 意見で す。

意見 への対 応方針 としま しては、既に 運用が 開始し ている 施設も、将来 に渡っ

て当該 場所で 運用さ れる必 要があ ります。この ため、その他 の都市 施設の 配置の

方 針 に は 、 既 に 運 用 し て い る 施 設 と 新 た に 設 置 す る 施 設 を 本 区 域 に 配 置 す る と

記載す るとし ており ますの で、本 案のと おりで 支障な いと考 えてい ます。

な お 、 都 市 計 画 原 案 に 対 す る 意 見 を 述 べ る 公 聴 会 に お い て も 同 様 の 趣 旨 の 御

意見を いただ いてお ります 。

この ほか、伊 豆の 国市及 び函南 町から は、本 案が市 町の基 本構想 及び都 市計画

に関す る基本 的な方 針に適 合して いると の回答 をいた だいて おりま す。

第１ 号議案 及び２ 号議案 につい ての説 明は以 上です。御審 議のほ ど、よ ろしく

お願い いたし ます。

○森本会長 はい、 ありが とうご ざいま した。

そ れ で は た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 皆 様 の 方 か ら 御 質 問 、 御 意 見 を お 受 け

したい と思い ますが いかが でしょ うか。 はい、 土屋委 員、お 願いし ます。

○土屋委員 それで は、一 つ質問 させて いただ きます 。

自然 災害が 激甚化、頻発 化して いると いうこ とで、現在の 県全体 の目標 として

大 規 模 な 自 然 災 害 に 対 応 で き る 都 市 づ く り を 掲 げ て い る と 説 明 が ご ざ い ま し

た。その 中で田 方広 域都市 計画区 域にお いては、狩野 川やそ の支川 の狩野 川への

合 流 部 を 中 心 に 大 雨 の 際 に 度 々 浸 水 被 害 が 発 生 し て い ま す 。 こ の よ う な 水 害 が

発 生 し て い る 状 況 に 対 し て 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン に は ど の よ う な 記 載 が

されて いるの か伺い たいと 思いま す。

○日野原都市計画課長 はい 。お答 えいた しま す。

委員 御指摘 の通り、本 区域は 浸水被 害が度 々発 生して いる狩 野川水 系にあ り、

都市づ くりに おいて も、防 災面で の取り 組みが 重要と 考えて おりま す。

議案 書の 11ペ ージ を御覧 くださ い。３ ）市街 地の土 地利用 の方針、④ に、都市
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防災に 関する 方針を 記載し ており、災 害ハザ ード エリア の土地 利用の 見直し や、

立地適 正化計 画によ る居住 の誘導、防災 指針の 作成実 践、事 前復興 まちづ くり計

画の策 定、流域 治水 の推進 など、災 害に強 い安 全なま ちづく りに向 けた総 合的な

対策に 取り組 むとし ており ます。

あわ せまし て、河 川の洪 水浸水 想定区 域に含 まれる 地域に ついて は、関 連機関

と連携 し、地 域防災 力の向 上を図 るとし ており ます。

また 、議案 書の 15ペ ージ を御覧 くださ い。上 から８ 行目に なりま す。

下水 道及び 河川の 整備の 方針と いたし まして、浸 水被害 の防止、軽 減を図 り、

安全で 安心な 都市活 動が確 保でき るよう、河川 整備計 画など に基づ き、計 画的な

河 川 改 修 を 推 進 す る こ と と し て お り ま し て 、 浸 水 被 害 に 対 す る 本 区 域 の 治 水 対

策の方 針につ いて記 載をし ている ところ でござ います 。以上 です。

○森本会長 そのほ かにい かがで しょう か。

特 に な い よ う で す の で 採 決 に 移 り た い と 思 い ま す 。 第 １ 号 議 案 及 び 第 ２ 号 議

案につ きまし て原案 を了承 するこ とに異 存はご ざいま せんか 。

（「異 議なし 」の声 あり）

は い 異 存 が な い よ う で す の で 、 第 １ 号 議 案 及 び 第 ２ 号 議 案 に つ い て は 原 案 を

了承す ること といた します 。

続 い て 次 に 第 ３ 号 議 案 及 び こ れ に 関 連 す る 第 ４ 号 議 案 並 び に 第 18号 議 案 を 一

括して 上程を いたし ます。 最初に 事務局 から説 明を求 めます 。

○日野原都市計画課長 それで は、第 ３号議 案の 御殿場 小山広 域都市 計画に おける

区 域 マ ス の 変 更 、 第 ４ 号 議 案 の 区 域 区 分 の 変 更 及 び 第 18号 議 案 の 用 途 白 地 地 域

の建築 形態規 制の変 更につ いて、関連 する案 件で すので 一括し て御説 明しま す。

はじ めに第 ３号議 案です が、議案書 は 29ペ ージ から 55ペ ージ までに なりま す。

議案 書の 32ペ ージ 及び議 案附図 の４ペ ージを 御覧く ださい 。

御 殿 場 市 及 び 小 山 町 の １ 市 １ 町 で 構 成 さ れ る 本 区 域 は 、 静 岡 県 の 東 部 に 位 置

し、古く から日 本の東 西交通 軸の要 衝にあ り、現在も 東名高 速道路 、新東 名高速

道路、国道 246号 に 加 え、国道 138号 、国道 469号 及 び 東富士 五湖道 路によ って中

央自動 車道と も連絡 し、交 通拠点 性の高 い地域 です。 今後は 新東名 高速道 路 、

新 御 殿 場 イ ン タ ー チ ェ ン ジ か ら 東 側 の 開 通 が 予 定 さ れ る こ と か ら 、 更 な る 交 通
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利便性 の向上 が期待 されま す。

また、富士箱 根伊 豆国立 公園の 中央に 位置し、豊か な自然 的環境 に恵ま れると

と も に 、 世 界 遺 産 富 士 山 の 構 成 資 産 で あ る 冨 士 浅 間 神 社 な ど 優 れ た 景 観 や 文 化

的資産 を有し ており、観光・レク リエー ション の拠点 として 、今後 も交流 人口の

拡大が 期待さ れます 。

加え て、安 全・安 心で魅 力ある 県土の 実現 を目指 す「“ふじ のくに ”の フロン

ティア を拓く 取組」の展開 、首都 圏と直 結し、良好な 立地環 境を生 かし て、先端

技 術 産 業 を 中 心 と す る 内 陸 型 工 業 施 設 や 観 光 レ ジ ャ ー 施 設 な ど が 多 く 進 出 し て

おりま す。

これ らを踏 まえ、 本区域 におけ る都市 計画の 方向性 をとり まとめ ました 。

策 定 方 針 の 目 標 を 元 に 、 下 段 か ら 次 の ペ ー ジ に か け て 記 載 す る ６ 項 目 の 都 市

づくり の目標 を設定 してお ります 。

議案 附図の ４ペー ジを御 覧くだ さい。本区域 の将来 市街地 像とし て、御 殿場駅

周辺、 駿河小 山駅周 辺を都 市拠点 として 配置し ました 。

また、富士岡 駅周辺、足 柄駅周 辺を地 域拠点 として 配置し ました 。交通 軸とし

て、東 名高速 道路、新東名 高速道 路、国道 246号 、国 道 138号 、ＪＲ 御殿場 線など

を配置 しまし た。そ の他、産業拠 点、観 光・レ クリエ ーショ ン拠点 を地域 の特性

に 応 じ て 配 置 し 、 こ れ ら 拠 点 が 交 通 軸 に よ っ て 連 携 し た 集 約 連 携 型 都 市 構 造 を

目指し ます。

第３ 号議案 につい ての説 明は以 上です 。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第４ 号議案、御殿 場小山 広域都 市計画 区域区

分の変 更につ いて、御説明 します。議案書 は 54ペ ージ から 57ペ ージ までに なりま

す。

議案 附図５ ページ を御覧 くださ い。本 区域で は、新 たに御 殿場市 の夏刈 南部地

区と板 妻南地 区を市 街化区 域に編 入する 予定で す。対 象の箇 所は、資料の 赤く着

色して いる箇 所で、夏刈 南部地 区は面 積約 5.2ha、板 妻南地 区は面 積約 24.5haに

な りま す。

ま た 、 同 じ く 御 殿 場 市 の 神 場 板 妻 線 沿 線 地 区 を 市 街 化 区 域 か ら 除 外 す る 予 定

です。 対象の 箇所は 、右側 の矢印 で示す 地区で 、面積 約 0.1haと な りま す。
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議案 附図６ ページ を御覧 くださ い。夏刈南 部地 区及び 板妻南 地区周 辺地域 は、

東名高 速道路、国道 246号 、国 道 469号 な どの広 域幹線 道路が 通るな ど、首 都圏や

周辺都 市との 交通利 便性の 高い地 域です 。

両地 区とも に、御 殿場市 南西部 の工業 系市街 化区域 に隣接 してお り、将 来の工

業需要 に対応 する用 地の一 部とし て、ま た、既 存の工 業団地 との一 体的な 産業拠

点の形 成を期 待され た地区 として 、市街 化区域 に編入 するも のです 。

議案 附図７ ページ を御覧 くださ い。夏 刈南部 地区の 詳細図 になり ます。

地区 の境界 につき まして は、道路、河 川等の 地形地 物のほ か、工 場敷地 等とし

ており ます。

議 案 附 図 ８ ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 夏 刈 南 部 地 区 の 土 地 利 用 計 画 図 に な り ま

す。開 発行為 の許可 を受け、道路 、公園、調整池 等は、この 図の通 り既に 完了し

ていま す。

なお、用途地 域に つきま しては、御殿場 市が 工業系 の用途 地域を 指定す る予定

です。

議案 附図９ ページ を御覧 くださ い。板 妻南地 区の詳 細図に なりま す。

本地区 におい ても、地 区の境 界につ きまし ては、道路、河 川等の 地形地 物のほ か、

工場敷 地等と してい ます。

議案 附図 10ペ ージ を御覧 くださ い。板妻南 地区 の土地 利用計 画図に なりま す。

本地 区につ いても、開発 行為の 許可を 受け、道路、公 園、調 整池等 は、この図

のとお り既に 完成し ており ます。

なお、用途地 域に つきま しても、御殿場 市が 工業系 の用途 地域を 指定す る予定

です。

議案 附図 11ペ ージ を御覧 くださ い。本 資料は、神場 板妻線 の沿線 地区の 詳細図

になり ます。

本 地 区 に つ い て 、 現 在 の 区 域 区 分 境 界 は 現 道 の 市 道 0253号 線 の 中 心 線 に な っ

て い ま す が 、 都 市 計 画 道 路 神 場 板 妻 線 の 計 画 線 が 市 道 に 沿 っ た 線 形 に 変 更 さ れ

る こ と か ら 、 区 域 区 分 の 境 界 根 拠 を 変 更 後 の 都 市 計 画 道 路 神 場 板 妻 線 中 心 線 と

して設 定し、 市街化 区域の 約 0.1haを 市 街化 調整区 域へ変 更、逆 線引き します 。

議案 附図 12ペ ージ を御覧 くださ い。神場板 妻線 沿線地 区を拡 大した もので す。

除外さ れる区 域は、 現状は 道路区 域とな ってい ます。
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議案 書の 57ペ ージ を御覧 くださ い。今 回の市 街化区 域編入 及び除 外によ り、御

殿場小 山広域 都市計 画区域 の市街 化区域 は、約 1,705.7haと な り ます。

第４ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。

なお、両案件 につき まして、本 年５月 に公聴 会開催 の公告 をしま した が、公述

申出は なく、公 聴会は 開催し ており ません 。ま た、10月 ７日 から 22日 まで の２週

間、縦 覧に供 したと ころ、 意見書 の提出 もあり ません でした 。

御 殿 場 市 及 び 小 山 町 か ら は 、 本 案 が 市 町 の 基 本 構 想 及 び 都 市 計 画 に 関 す る 基

本的な 方針に 適合し ている との回 答をい ただい ており ます。

続い て、第 18号 議 案につ いて、 建築安 全推進 課から 御説明 します 。

○冨田建築安全推進課長

く ら し ・ 環 境 部 建 築 安 全 推 進 課 長 の 冨 田 で ご ざ い ま す 。 よ ろ し く お 願 い し ま

す。

それ では、第 18号 議案 につい て御説 明いた しま す。議案書 は 238ペ ー ジ、附図

は 39ペ ージと なりま す。

第 18号 議 案 は 、 第 ４ 号 議 案 で 説 明 の あ り ま し た 逆 線 引 き す る 神 場 板 妻 線 沿 道

地区に おいて、市街 化区域 の変更 に伴い 用途地 域の指 定が外 れるこ とから、用途

地 域 の 指 定 の な い 白 地 地 域 と し て 指 定 し 、 当 該 区 域 に お け る 建 築 物 の 形 態 を 規

制する 区域の 指定と 、その 数値を 定める もので す。

まず、法律上 の根 拠につ いて説 明いた します。青い 表紙の 資料 60ペ ージ を御覧

くださ い。

建築 基準法 では、日照、通風、採光等 の良好 な都市 環境を 確保す るた め、用途

地域の 指定の ある区 域にお いては 都市計 画の定 めに従 い、容 積率、建蔽率 などの

建築物 の形態 規制を かけて います 。

一方、白地地 域は、容積率 等の建 築形態 規制 につい て特定 行政庁 が土地 利用の

状況等 を考慮 し都市 計画審 議会の 議を経 て定め ること となっ ており ます。

御 殿 場 市 に お い て は 、 建 築 基 準 法 に お け る 特 定 行 政 庁 が 静 岡 県 知 事 で あ る た

め、県 都市計 画審議 会の議 を経て 、静岡 県知事 が指定 を行う ものと なりま す。

概 要 と 指 定 の 考 え 方 に つ い て 説 明 い た し ま す 。 ピ ン ク の 表 紙 の 提 出 議 案 附 図

の 39ペ ージ、附図 No.１ を 御 覧くだ さい。計 画図に なりま す。図面 上で灰 色の斜
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線部分 が御殿 場市の 都市計 画区域 となり ます。

さ ら に そ の 中 で 、 着 色 さ れ て い る 用 途 地 域 の 指 定 の あ る 部 分 を 除 い た 区 域 が

白地地 域とな ってお ります。今回附 議した 区域は 、附 図の下 方、拡 大図と 書かれ

た部分 になり ます。

次ペ ージ附 図 No.２ を 御覧く ださい。今 回の 対象箇 所をさ らに拡 大した 図にな

り ま す 。 赤 い 線 ① か ら ④ で 囲 ま れ た 箇 所 が 新 た に 白 地 地 域 に 指 定 し た い 区 域 で

す。指 定に当 たりま しては 、形態 規制の 数値と して、現在、御殿場 市の白 地地域

全域に おいて 定めて いる、容積 率 200％ 、建 蔽率 60％ 、道路 からの 高さの 制限を

勾配 1.5、隣 地 からの 高さの 制限を 31mプ ラ ス 勾配 2.5に 定 め たいと 考えて おりま

す。

い ず れ の 数 値 も 白 地 地 域 に お け る 建 築 形 態 規 制 の 制 限 数 値 と し て は 、 一 般 的

な数値 となっ ており ます。

また、今回の 指定 により 既存不 適格建 築物が 生じる ことは 無く、実態上 の支障

もあり ません 。

なお、本審議 に先立 ち、御殿場 市がこ の内容 の原案 を縦覧 し、意 見の募 集を行

いまし たが、 意見書 の提出 はあり ません でした 。

御 殿 場 市 か ら は 、 今 回 御 審 議 い た だ く 白 地 地 域 の 建 築 形 態 の 規 制 内 容 に つ い

て支障 はない 旨、回 答をい ただい ており ます。

ま た 、 本 日 欠 席 さ れ て い る 建 築 分 野 の 亀 井 委 員 に は 事 前 説 明 を さ せ て い た だ

いてお ります 。

亀 井 委 員 か ら は 今 回 の 指 定 に よ り 近 隣 の 住 宅 へ の 影 響 は 生 じ な い の か と の 御

質問を いただ きまし たが、今回の 指定に より、既存白 地地域 にある 住宅へ 新たに

白 地 地 域 の 形 態 規 制 が か か る も の で は 無 く 、 ま た 、 指 定 す る 区 域 は 道 路 内 で あ

り、新し い建築 物が 建築さ れる可 能性も ないこ とから、近隣 の住宅 への影 響は生

じない 旨を回 答し、 御了承 いただ いてお ります 。

第３ 号議案、第４ 号議案 及び第 18号 議 案につ いての 説明は 以上で す。御 審議の

ほどよ ろしく お願い いたし ます。

○森本会長 はい、あ りがと うござ います。それで は皆様 の方か ら御質 問、御意

見をお 聞きし たいと 思いま す。い かがで しょう か。

はい 、お願 いいた します 。
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○阿部委員 阿部卓 也です 。

４号 議案の 中の附 図の９、10の と ころで 、図 面でい うと下 の方、多分都 市計画

道路が 真ん中 を通っ ている、ほ場が あって 、そ の下、附図９ がわか りやす いので

すが、河 川に向 かっ て谷が だいぶ 複雑な 地形だ と思わ れます。ここ を工業 用地に

するの はいい んです が、水 の流れ を相当 変える と思う んです が、大 丈夫な のかと

いうこ とだけ 確認を します 。適地 かどう かとい う確認 です。

○日野原都市計画課長 お 答えい たしま す。

先 ほ ど 説 明 さ せ て い た だ い た 中 で 、 現 状 は 既 に 造 成 の 方 は 終 わ っ て い る よ う

な状況 でござ いまし て、こ の図面 とは少 し違っ ている 状況で ござい ます。その中

で、関係 機関等 と協 議しな がら調 整をし ていま す。附 図 10ペ ージを 御覧い ただき

ますと、河川に ついて は、概ね、多 少いじ って るとこ ろがあ るかも しれな いです

が、基 本的に はその まま流 れてい る状況 ではご ざいま す。

○阿部委員 一言だ け言う と最近 の、先ほ ど来出 てます けど、自然 災害が 激甚化

してい る中で、こう いう地 形のと ころは 脆弱で あるの は、あ ちこち で見受 けられ

ますの で、ここ は十 分に注 意をし ておく べきエ リアか なと思 うので、それ だけ配

慮を今 後とも お願い します 。

○日野原都市計画課長 了解 しまし た。あ りが とうご ざいま す。

○森本会長 はい。阿 部委員 ありが とうご ざいま した。その ほかに いかが でしょ

うか。

よろ しいで しょう か。そ れでは 採決の 方に入 りたい と思い ます。

第 ３ 号 議 案 、 第 ４ 号 議 案 及 び 第 18号 議 案 に つ い て 原 案 を 了 承 す る こ と に 異 存

はござ いませ んか。

（「異 議なし 」の声 あり）

は い 、 異 存 が な い よ う で す の で 第 ３ 号 議 案 第 ４ 議 案 及 び 第 18号 議 案 に つ い て

は原案 を了承 するこ ととい たしま す。

少 し 長 丁 場 に な っ て お り ま す の で 、 議 事 の 都 合 上 こ こ で ５ 分 の 休 憩 を 取 ら せ

ていた だきた いと思 ってお ります。再開 は２時 50分 と いたし ますの で、再 開時刻

までに お集ま りくだ さい。 それで はしば らく休 憩をと りたい と思い ます。

時間 になり ました ので審 議を再 開した いと思 います 。
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第 ５ 号 議 案 及 び こ れ に 関 連 す る 第 ６ 号 議 案 に つ き ま し て 一 括 し て 上 程 を い た

します 。事務 局に説 明を求 めます 。

○日野原都市計画課長 それで は、第 ５号議 案の 東駿河 湾広域 都市計 画にお ける区

域 マ ス の 変 更 と 第 ６ 号 議 案 の 区 域 区 分 の 変 更 に つ い て 、 関 連 す る 案 件 で す の で

一括し て御説 明いた します 。

はじ めに第 ５号議 案です が、議案書 は 58ペ ージ から 85ペ ージ までに なりま す。

議案 書の 61ペ ージ 、及び 議案附 図の 13ペ ージ を御覧 くださ い。

三島 市、沼津 市、清水町 及び長 泉町の ２市２ 町で構 成され る本区 域は、静岡県

東部地 域の中 心に位 置し、Ｊ Ｒ東海 道新幹 線、東名高 速道路 、国道 １号な どの交

通の利 便性と、周辺 の駿河 湾、富士 箱根伊 豆国 立公園 など豊 かな自 然環境 に恵ま

れた地 域特性 を生か し、県東 部地域 の政治 、経 済、文 化の拠 点とし て発展 してき

ました 。

近年 では、新 東名 高速道 路や東 駿河湾 環状線、伊豆 縦貫自 動車道 をはじ めとす

る 交 通 基 盤 の 整 備 や 、 県 立 静 岡 が ん セ ン タ ー を 中 心 と し た フ ァ ル マ バ レ ー プ ロ

ジェク トの推 進、“ ふじの くに”のフロ ンティ アを拓 く取組 の展開 、富士 山の世

界遺産 登録、伊 豆半島 のユネ スコ世 界ジオ パーク 認定な ど、国内外 との 交流、連

携を促 進する ととも に特色 ある地 域の発 展に向 けた施 策が展 開され ていま す。

これ らを踏 まえ、 本区域 におけ る都市 計画の 方向性 をとり まとめ ました 。

策 定 方 針 の 目 標 を 基 に 、 下 段 か ら 次 の ペ ー ジ に か け て 記 載 す る ６ 項 目 の 都 市

づくり の目標 を設定 してお ります 。

議案 附図の 13ペ ー ジを御 覧くだ さい。本区域 の将来 市街地 像とし て、沼 津駅周

辺 及 び 三 島 駅 周 辺 を 大 き い 赤 白 の 丸 印 で 示 し ま す 広 域 拠 点 と し て 配 置 し ま し

た。

また 、下土 狩駅周 辺及び 清水町 役場周 辺を都 市拠点 として 配置し ました 。

交通 軸とし て、道 路では 東名高 速道路、新東 名高速 道路及 び国道 １号等 を配置

し、鉄 道では ＪＲ東 海道新 幹線及 びＪＲ 東海道 本線等 を配置 しまし た。

その 他、地 域拠点 、産業 拠点、観光・レ クリ エーシ ョン拠 点を地 域特性 に応じ

て 配 置 し 、 こ れ ら 拠 点 が 交 通 軸 に よ り 連 携 し た 集 約 連 携 型 都 市 構 造 を 目 指 し ま

す。

第５ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。
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○日野原都市計画課長 続き まして 、第６ 号議案 の東駿 河湾広 域都市 計画、区域区

分の変 更につ いて、御説明 します。議案書 は 86ペ ージ から 89ペ ージ までに なりま

す。

議案 書の 87ペ ージ を御覧 くださ い。本 区域の 区域区 分につ いては、現状 の市街

化区域 から変 更なし として います 。

第６ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。

なお、両案件 につき まして、本 年 10月 ７日か ら 22日 までの ２週間 、縦覧 に供し

たとこ ろ、区域 マスの 案に対 し、２通の 意見書 の提出 があり ました ので、意見の

要旨及 びそれ に対す る県の 対応方 針につ きまし て、御 説明し ます。

議案 書の 76ペ ージ を御覧 くださ い。意見 書の１ 通目の 御意見 は、３）そ の他の

都市施 設の都 市計画 の決定 の方針、②主 要な施 設の配 置の方 針の３ 段落目、ごみ

焼却場 として、ひと つ空け まして、沼津市 上香 貫地区 に沼津 市新中 間処理 施設少

し空き まして 、を配 置する 。の記 載に対 する御 意見で す。

表 紙 が 青 色 の 公 聴 会 ・ 意 見 書 に 係 る 資 料 43ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 １ 通 目 に

は、７ 点の御 意見が ござい ました 。１番 の意見 要旨を 御覧く ださい 。

ごみ 焼却場 として、沼津 市上香 貫地区 に沼津 市新中 間処理 施設を 配置す る。と

なって いるが、今度 焼却場 を造り 替える ときは、現在 の沼津 市のご み焼却 場が立

地する 場所に は造ら ない。と地元 と交わ した覚 書に反 してお り、こ の地区 を都市

計画決 定する ことは できな いとい う御意 見であ ります 。

周 辺 の デ ィ ス プ レ イ ま た は ス ク リ ー ン を 御 覧 く だ さ い 。 沼 津 市 新 中 間 処 理 施

設につ いて御 説明い たしま す。

この 施設は、施設の 老朽化、耐 震性能 を有し ていな い等の 問題を 抱え る、現在

の清掃 プラン ト、中継・中 間処理 施設に 替わる 新たな 中間処 理施設 で、令 和６年

２ 月 に 沼 津 市 が 都 市 計 画 決 定 し た 都 市 施 設 で す 。 場 所 は 、 沼 津 市 上 香 貫 字 二 ノ

洞、山 ケ下町 地内で 現在の ごみ焼 却場の 隣接地 に当た ります 。

こち らのス ライド は、意 見書に ある上 香貫と 山ケ下 町、新 旧のご み焼却 場の位

置を示 すもの です。現在の ごみ焼 却場を 青色で、令和 ６年に 都市計 画決定 した新

中間処 理施設 を赤枠 で示し ており ます。

この 御意見 に対す る対応 方針を 御説明 します 。
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意見 書に係 る資料 43ペ ー ジの１ 番目の 意見の 対応方 針を御 覧くだ さい。

区域 マスは、都市 の将来 像とそ の実現 に向け た道筋 を明ら かにす る、都 市計画

の基本 的な方 向性を 示すも のであ り、都 市施設 につい ては、おおむ ねの配 置を記

載して おりま す。個 別の都 市計画 につい ては、この方 針に即 し沼津 市が都 市計画

決定す ること になっ ており ます。

よっ て、案 のとお りで支 障ない ものと 考えて おりま す。

続 い て ２ 番 目 の 意 見 要 旨 を 御 覧 く だ さ い 。 令 和 ３ 年 ３ 月 に 現 在 の 区 域 マ ス に

おいて 都市計 画決定 してい るのは、上香 貫二ノ 洞であ り、上 香貫二 ノ洞と 山ケ下

町 一 ノ 洞 を 含 め た 地 域 で 敷 地 造 成 工 事 を 進 め る こ と は で き な い 、 と い う 御 意 見

であり ます。

対応 方針を 御覧く ださい。先ほ ど御説 明した とおり 区域マ スでは、都市 施設に

ついて、おおむ ねの配 置を記 載して おりま す。よって 、案の とおり で支障 ないと

考えて おりま す。

続い て３番 目の意 見要旨 を御覧 くださ い。

沼 津 市 が 令 和 ６ 年 に 都 市 計 画 決 定 し た 用 途 地 域 の 変 更 、 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設

の変更 は沼津 市が都 市計画 決定す るのは 誤りで ある、と いう御 意見で ありま す。

対応 方針を 御覧く ださい。用途 地域と ごみ焼 却場に ついて は、都 市計画 法にお

いて市 町村が 定める 都市計 画とさ れてお ります 。

よっ て、今 回の都 市計画 案件へ の直接 的な意 見では ないと 考えて おりま す。

続い て 44ペ ージ、４番の 意見要 旨を御 覧くだ さい。令和３ 年３月 に現行 区域マ

スでは、沼津市 新中 間処理 施設の 場所を 沼津市 上香貫 地区に 決定し ている。しか

し、沼津 市が進 めよ うとし ている のは、上 香貫 字二ノ 洞及び 山ケ下 町の２ つであ

り、場所 が違う ため、沼津 市上香 貫地区 は直ち に消す べきで ある、という 御意見

であり ます。

対応 方針を 御覧く ださい。先ほ ど御説 明した とおり 区域マ スでは、都市 施設に

ついて、おおむ ねの配 置を記 載して おりま す。よって 、案の とおり で支障 ないと

考えて おりま す。

続 い て ５ 番 目 の 意 見 要 旨 を 御 覧 く だ さ い 。 静 岡 県 環 境 影 響 評 価 条 例 の 環 境 ア

セ ス を 実 施 し な け れ ば な ら な い が 、 実 施 せ ず に 敷 地 造 成 工 事 に 入 っ た の は 条 例

第 30条 違反で ある、 という 御意見 であり ます。
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対応 方針を 御覧く ださい。区域 マスは、都市 の将来 像とそ の実現 に向け た道筋

を明ら かにす る、都 市計画 の基本 的な方 向性を 示すも のであ り、環 境アセ スメン

トにつ いては、個別 の都市 計画を 定め、施 設整 備を進 める際 に実施 するも のと考

えます 。

よっ て、今 回の都 市計画 案件へ の直接 的な意 見では ないと 考えて おりま す。

続い て６番 目の意 見要旨 を御覧 くださ い。上 香貫地 区は、土砂災 害特別 警戒区

域 及 び 警 戒 区 域 に 指 定 さ れ て い る が 、 こ の 区 域 の 解 除 前 に 都 市 計 画 決 定 は で き

ないと いう御 意見で ありま す。

対応 方針を 御覧く ださい。区域 マスは、都市 の将来 像とそ の実現 に向け た道筋

を明ら かにす る、都 市計画 の基本 的な方 向性を 示すも のであ り、土 砂災害 特別警

戒区域 等への 対応は、個別 の都市 計画を 定め、都市施 設を整 備する 際に実 施する

ものと 考えま す。よ って、今 回の都 市計画 案件 への直 接的な 意見で はない と考え

ており ます。 続いて 45ペ ー ジ、７ 番の意 見要旨 を御覧 くださ い。

土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ き 不 法 投 棄 汚 染 土 を 搬 出 中 で あ る が 、 除 染 が 完 了 し て

いない 段階で 都市計 画決定 はでき ない、 という 御意見 であり ます。

対応 方針を 御覧く ださい。区域 マスは、都市 の将来 像とそ の実現 に向け た道筋

を明ら かにす る、都 市計画 の基本 的な方 向性を 示すも のであ り、土 壌汚染 対策法

への対 応につ いては、個別 の都市 計画を 定め、施設整 備を進 める際 に実施 するも

のと考 えます。よっ て、今回 の都市 計画案 件へ の直接 的な意 見では ないと 考えて

おりま す。

続い て２通 目の意 見書、 ３点の 御意見 がござ いまし た。

１点 目、８番 の意 見要旨 を御覧 くださ い。前 回に比 べ優先 的に整 備され る道路

が 減 少 し て い る 。 将 来 の 人 口 減 、 少 子 高 齢 化 を 見 据 え た 現 実 的 な 都 市 計 画 で あ

る。優先 度の低 いもの は、徹底的 に見直 し、イ ンフラ の老朽 化対策 に舵を 切って

ほしい 、とい う御意 見であ ります 。

議 案 書 の 73ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 あ わ せ て 周 り の デ ィ ス プ レ イ ま た は ス ク

リーン を御覧 くださ い。

上 段 の 優 先 的 に 基 準 年 次 か ら お お む ね 10年 以 内 に 整 備 す る こ と を 予 定 す る 施

設の表 に記載 する道 路が、 前回区 域マス から減 少した ことへ の御意 見です 。

意見 書に係 る資料 45ペ ー ジの８ 番目の 意見の 対応方 針を御 覧くだ さい。
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優先 的に基 準年次 からお おむね 10年 以 内に整 備を予 定する 施設」欄には、広域

的・根幹 的な性 質を踏 まえ、この 度、都市 計画 道路の うち自 動車専 用道路 及び主

要幹線 道路を 記載す ること とし、都市 計画道 路の 記載が 減った もので ありま す。

よって 、案の とおり で支障 ないも のと考 えてお ります 。

なお、インフ ラ老朽 化対策 への御 意見に 対して は、静岡県 及び市 町で は、社会

インフ ラ長寿 命化計 画を策 定し、 老朽化 対策を 効率的 に取り 組んで おりま す。

続い て２点 目、９ 番の意 見要旨 を御覧 くださ い。

公共 交通機 関の継 続・増 便を望 む、と いう御 意見で ありま す。

対応 方針を 御覧く ださい。本区 域マス では、公共交 通など ネット ワーク を再編

して拠 点間の 連携を 強化す る「集 約連携 型都市 構造」の実現 を目指 すとい う基本

理念の もと、交 通体系 につい ては、全て の人に 便利な 交通手 段の利 用促 進、環境

にやさ しい交 通施策 の展開、道路 整備や 鉄道、バスな どの公 共交通 サービ スと連

携 し た 交 通 需 要 管 理 施 策 の 導 入 な ど 便 利 で 効 率 的 な 交 通 体 系 を 構 築 す る と し て

おりま す。よ って、 案のと おりで 支障な いと考 えてお ります 。

３ 点 目 、 10番 の 意 見 要 旨 を 御 覧 く だ さ い 。 Ｊ Ｒ 沼 津 駅 周 辺 の 鉄 道 高 架 に つ い

て 、 将 来 市 街 地 像 図 の 沼 津 駅 周 辺 を 南 北 に 貫 く ３ 本 の 道 路 が １ 本 に 減 少 し て い

るとお り南北 交通の 必要性 はすで に低下 してお り、ま た、地 方都市 の自動 車社会

におい ては、南北 の一体 性はそ もそも 求めら れない、と いう御 意見で ありま す。

ディ スプレ イまた はスク リーン を御覧 くださ い。こ こで、沼津駅 付近連 続立体

交差事 業、鉄 道高架 事業に ついて 御説明 します 。

本事 業は、交 通の 円滑化 や南北 市街地 の一体 化を目 的とし て、沼 津駅付 近のＪ

Ｒ 東 海 道 本 線 約 3.7㎞ 、 Ｊ Ｒ 御 殿 場 線 約 1.6㎞ の 計 約 5.3㎞ を 高 架 化 す る も の で

す。事業期 間は、平 成 18年 度から 令和 23年 度、全 体事業 費は 1,034億 円 に なりま

す。高架 化によ り、13か 所 の踏切 が除却 され、８本の 幹線道 路が鉄 道の下 を通る

形にな ります 。

こ ち ら の ス ラ イ ド は 、 新 旧 の 区 域 マ ス の 将 来 市 街 地 像 図 を 並 べ た も の に な り

ます。右 側に示 す前 回区域 マスで は、沼津 駅付 近で鉄 道と交 差する 道路が ３本記

載され ており ますが、左側の 今回変 更する 区域マ スでは 、１ 本に減 って おり、こ

の変更 に対す る御意 見であ ります 。

意見 書に係 る資料 46ペ ー ジ、10番 目 の意見 に対 する対 応方針 を御覧 くださ い。
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将来 市街地 像図に 記載す る道路 は、今回 から広 域連携 軸、都市連 携軸、地域連

携 軸 の 位 置 づ け の あ る 主 要 な 道 路 に 限 定 し た こ と で 、 前 回 か ら 記 載 道 路 が 減 っ

たもの であり 、南北 交通の 円滑化 の必要 性の低 下を示 すもの ではあ りませ ん。

ま た 、 公 共 交 通 な ど の ネ ッ ト ワ ー ク を 再 編 し て 拠 点 間 の 連 携 を 強 化 す る 集 約

連 携 型 都 市 構 造 の 実 現 を 目 指 す と し て お り 、 自 動 車 中 心 の 都 市 構 造 か ら の 転 換

を掲げ ており ます。

沼 津 駅 南 北 の 市 街 地 の 一 体 的 土 地 利 用 を 目 的 の １ つ と す る 鉄 道 高 架 事 業 は 、

集約連 携型都 市構造 の考え に沿っ たもの であり、平成 14年 度 の都市 計画決 定、平

成 18年 度の事 業認可 取得以 降、こ れまで に４回 事業再 評価を 行い、事業の 必要性

を確認 してお ります 。よっ て、案 のとお りで支 障ない と考え ており ます。

なお、以上の 御意 見につ いて、公 聴会に おい ても同 様の趣 旨の御 意見を いただ

いてお ります 。

この ほか、三島市 、沼津 市、清 水町及 び長泉 町から は、本 案が市 町の基 本構想

及 び 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 適 合 し て い る と の 回 答 を い た だ い て お り

ます。

第５ 号議案 及び６ 号議案 につい ての説 明は以 上です。御審 議のほ ど、よ ろしく

お願い します 。

○森本会長 はい。た だいま の説明 につき まして、皆様の 方から 御意見、御質問

ござい ますで しょう か。は い、宮 沢委員 。

○宮 沢 委 員 私 か ら 三 島 市 の 大 場 地 区 の 市 街 化 区 域 編 入 の こ と に つ い て お 尋 ね

をさせ ていた だきま す。

この 地区は、東駿 河湾環 状線が 完成を しまし て、新 東名と か東名 高速道 路と直

結 を し て い る と い う こ と で 大 変 利 便 性 の 良 い 地 域 に 変 わ っ て お り ま す 。 こ う し

たこと から、地 元の 大場函 南イン ターチ ェンジ 付近の 地権者 の皆さ んが、市街化

区域編 入、土地 区画 整理組 合の準 備組合 を組織 しまし て、三 島市と ともに 市街化

編入へ の様々 な協議 を、関 係機関 として るとい うこと を伺っ ており ます。

ただ、今回の 区域 区分変 更では、この地 区の 市街化 編入の 説明は ござい ません

でした が、今後、都 市計画 区域マ スター プラン への位 置づけ とか、今後の 進め方

に つ い て 、 お わ か り の こ と が あ り ま し た ら お 聞 き さ せ て い た だ き た い と 思 い ま

す。
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○日野原都市計画課長 お答 えいた します 。議 案書の 63ペ ー ジを御 覧くだ さい。

地域 ごとの 市街地 像の３）工業地 域にお いて、６行 目にな ります けれ ども、三

島市の 大場地 区は、広域交 通の利 便性の 高さを 活かし、新た な産業 拠点を 検討す

ると記 載して おりま す。

また 、次の 64ペ ー ジ、将 来市街 地像図 を御覧 くださ い。

図の 右側に、大場 地区と 記載を してお ります けれど も、産 業拠点 を表す 青い破

線の丸 で囲っ ており ます。

これ らを踏 まえ、77ペ ー ジの下 から 6６ 行 目にな ります けれど も、大 場地区 は、

土地区 画整理 事業、地 区計画 制度な どの活 用によ り、新たな 産業拠 点と して、工

業流通 業務機 能を配 した市 街地整 備を検 討する ことと してお ります 。

ここ でござ います けれど も、具 体的な 土地利 用計画 等につ いて、三島市 と協議

を行い、先ほど 保留 フレー ムのと ころで 御説明 したと おり、国土交 通省や 農林水

産 省 等 と 関 連 機 関 と 市 街 化 編 入 に つ い て 協 議 を 行 っ て い く 予 定 と し て お り ま

す。以 上でご ざいま す。

○森本会長 よろ しいで しょう か。

○宮沢委員 はい。

○森本会長 その ほかに いかが でしょ うか。

はい、 阿部委 員お願 いしま す。

○阿部委員

沼津 の東駿 河湾広 域都市 計画、都 市計画 区域の 整備、開発 、保全 の方針 の中の

意 見 書 の と こ ろ を 確 認 し ま す け ど 、 覚 書 に 反 し て い る と い う そ の 覚 書 と い う の

は、ど ことど こが結 んだ覚 書なの か確認 をさせ てくだ さい。

○日野原都市計画課長 覚 書につ いては、市と 地元自 治会の 間で結 んだも のであ

ります 。

○阿部委員 なるほ ど。と いうこ とは、県とし ては先 ほどの 説明の とおり、概ね

の配置 を記載 したけ れども、それ に関し てその 覚書を 生かし て、覚 書に反 しない

ように やるの は市の 責任と いうこ とでい いので しょう か。

○日野原都市計画課長 今 回の案 件につ きまし ては、先ほど も説明 しまし たけれ

ど も 、 令 和 ６ 年 に 都 市 計 画 決 定 を す る と い う こ と で 市 の 方 で 手 続 き を 進 め る と

いうこ とで、 実際に 具体的 に事業 の方に 取りか かって いる状 況でご ざいま す。
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そう した中 で、市 の方が 地元で いろい ろまた 話をし ながら、引き 続き丁 寧に進

めてい くこと になろ うかと 思って おりま す。

○阿部委員 確認で すけど 、あく までこ の覚書 に関し ての協 議とい うのは 、市と

その覚 書を交 わした 地元自 治会と いうこ とで、県のこ の都市 計画決 定とは、全く

次元が 違うと いう、 所管が 違うと いう解 釈でい いです か。

○海野都市局長 お答 えしま す。区 域マス は方向 性を示 すとい うこと で、沼 津市で

す と 、 こ の ゴ ミ 焼 却 場 を こ の あ た り に 造 り ま す よ と い う こ と で 、 原 地 区 で は な

い、内浦 地区で はな い、ここ に記載 の上香 貫地 区周辺 に造り ますよ という ことを

示した もので ありま す。個 別につ いては 方針を 示した 上で、事業に 関して は地元

の 合 意 形 成 を 図 っ た 上 、 必 要 な 手 続 き を 進 め た 上 で 行 っ て い く こ と で ご ざ い ま

すので、区域マ スの 方針と しては これで 支障は ないと いうふ うに、事務局 として

は上程 してい るとこ ろです 。

○阿部委員 は い、了 解しま した。

○森本会長 その ほかに いかが でしょ うか。 よろし いでし ょうか 。

それ では、意 見も 出尽く したよ うです ので採 決に移 りたい と思い ます。第５号

議案及 び第６ 号議案 につい て原案 を了承 するこ とに異 存はご ざいま せんか 。

（「異 議なし 」の声 あり）

異 存 が な い よ う で す の で 第 ５ 号 議 案 及 び 第 ６ 号 議 案 に つ い て は 原 案 を 了 承 す

ること といた します 。

そ れ で は 続 い て 、 第 ７ 号 議 案 及 び こ れ に 関 連 す る 第 ８ 号 議 案 を 一 括 し て 上 程

いたし ます。 事務局 に説明 を求め ます。

○日野原都市計画課長 は い、第７ 号議案、裾 野都市 計画に おける 区域マ スの変

更、第 ８号議 案の区 域区分 の変更 につい て、一 括して 御説明 します 。

は じ め に 第 ７ 号 議 案 で す が 、 議 案 書 は 90ペ ー ジ か ら 112ペ ー ジ ま で に な り ま

す。

議案 書の 93ペ ージ 、及び 議案附 図の 15ペ ージ を御覧 くださ い。

本区 域は、静岡県 の東端、駿河 湾の北 部に 位置し、富 士山、箱根山 、多 くの河

川など の自然 環境に 恵まれ、東 名高速 道路裾 野イ ンター チェン ジや国 道 246号 に

より、富 士・箱根な どの観 光地域 を結ぶ 高原リ ゾート 拠点、研究開 発型の 産業拠
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点とし て発展 してき ました。また、新東 名高速 道路、東駿河 湾環状 線が部 分開通

し、今後 も整備 が進 められ ること から、さ らに 広域交 通の利 便性が 高まる と期待

されて います 。

また、緑の多 い良 好な自 然環境 に恵ま れ、世 界遺産 富士山 の構成 資産で ある須

山浅間 神社な ど優れ た景観 や文化 的資産 を有し、文化、レク リエー ション 都市と

しての 魅力も 増して います 。

近年、安全・安心 で魅力 ある県 土の実 現を目 指す“ ふじの くに”のフロ ンティ

ア を 拓 く 取 組 の 展 開 、 Ｊ Ｒ 裾 野 駅 周 辺 や Ｊ Ｒ 岩 波 駅 周 辺 の 都 市 機 能 や 居 住 機 能

の誘導 に向け た基盤 整備や、移住施 策、新 たな企 業誘致、シティ プロモ ーショ ン、

民間企 業によ る開発 など、都市の 魅力と 活力を 高め、人と企 業に選 ばれる まちを

目指す 方策が 展開さ れてい ます。

これ を踏ま え、本 区域に おける 都市計 画の方 向性を とりま とめま した。

策 定 方 針 の 目 標 を 基 に 、 下 段 か ら 次 の ペ ー ジ に か け て 記 載 す る ６ 項 目 の 都 市

づくり の目標 を設定 してお ります 。

議案 付図の 15ペ ー ジを御 覧くだ さい。本区域 の将来 市街地 像とし て、裾 野駅周

辺を都 市拠点 として 配置し ました 。

また 、岩波 駅周辺 を地域 拠点と して配 置しま した。

交通 軸とし て、東 名高速 道路、新東名 高速道 路、国 道 246号 、東駿河 湾環状 線、

ＪＲ御 殿場線 を配置 しまし た。

その 他、産業拠 点、観光・レ クリエ ーショ ン拠 点を地 域特性 に応じ て配置 し、

これら の拠点 が交通 軸によ って連 携した 集約連 携型都 市構造 を目指 します 。

第７ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第８号 議案 の裾野 都市計 画区域 区分の 変更に

ついて 、御説 明しま す。議 案書は 113ペ ー ジ から 116ペ ー ジま でにな ります 。

議案 書の 114ペ ー ジを 御覧く ださい。本 区域の 区域区 分につ いては、現 状の市

街化区 域から 変更な しとし ていま す。

第８ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。

なお、両案件 につき まして、本 年６月 に公聴 会開催 の公告 をしま した が、公述

申出は なく、公 聴会は 開催し ており ません 。ま た、10月 ７日 から 22日 まで の２週
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間、縦 覧に供 したと ころ、 意見書 の提出 もあり ません でした 。

裾 野 市 か ら は 、 本 案 が 市 の 基 本 構 想 及 び 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 適

合して いると の回答 をいた だいて おりま す。

第７ 号議案 及び８ 号議案 につい ての説 明は以 上です。御審 議のほ ど、よ ろしく

お願い します 。

○森本会長 はい。た だいま の説明 につき まして 皆様方 から御 質問、御意 見ござ

います でしょ うか。 ござい ません でしょ うか。

特に なけれ ば採決 に入り たいと 思いま す。

第 ７ 号 議 案 第 ８ 号 議 案 に つ き ま し て 原 案 を 了 承 す る こ と に 異 存 は ご ざ い ま せ

んでし ょうか 。

（「異 議なし 」の声 あり）

は い 。 で は 異 存 は な い よ う で す の で 第 ７ 号 議 案 お よ び 第 ８ 号 議 案 に つ い て は

原案を 了承す ること といた します 。

続 い て 第 ９ 号 議 案 及 び こ れ に 関 連 す る 10号 議 案 並 び に 11号 議 案 を 一 括 し て 上

程いた します 。事務 局に説 明を求 めます 。

○日野原都市計画課長 第９ 号議案 岳南広 域都 市計画 におけ る区域 マスの 変更、第

10号 議 案区域 区分の 変更、第 11号 議案臨 港地区 の変更 につい て、一 括して 御説明

します 。

は じ め に 第 ９ 号 議 案 で す が 、 議 案 書 は 117ペ ー ジ か ら 142ペ ー ジ ま で に な り ま

す。

議案 書の 120ペ ー ジ、 及び議 案付図 の 17ペ ージを 御覧く ださい 。

富 士 市 及 び 富 士 宮 市 の ２ 市 で 構 成 さ れ る 本 区 域 は 、 世 界 遺 産 富 士 山 の 南 西 麓

に位置 し、温暖 な気 候と豊 かな自 然環境 に恵ま れると ともに、世界 遺産の 構成資

産 で あ る 白 糸 ノ 滝 や 富 士 山 本 宮 浅 間 大 社 な ど 優 れ た 景 観 や 歴 史 的 ・ 文 化 的 遺 産

を有し ていま す。

また、東京・名古 屋・大阪 の三大 都市圏 を結ぶ 東西交 通と、山梨・長野 を結ぶ

南 北 交 通 の 結 節 点 に 位 置 す る と い う 優 れ た 交 通 利 便 性 と 、 豊 か な 地 下 水 な ど に

よる工 業用水 を基盤 に、県 下有数 の工業 地帯と して発 展して きた地 域であ り、近

年にお いては、安全・安心 で魅力 ある県 土の実 現を目 指す“ ふじの くに”のフロ



－ 36 －

ンティ アを拓 く取組 が展開 されて います 。

本区 域では、こう した産 業を生 かし、働 き手 世代の 維持を 図るこ とで都 市活力

の維持 を期待 できる 区域と なって います 。

これ らを踏 まえ、 本区域 におけ る都市 計画の 方向性 をとり まとめ ました 。

議案 書の 120ペ ー ジを 御覧く ださい。策 定方針 の目標 を元に、下 段から 次のペ

ージに かけて 記載す る６項 目の都 市づく りの目 標を設 定して おりま す。

議案 附図の 18ペ ー ジを御 覧くだ さい。本区域 の将来 市街地 像とし て、富 士駅周

辺及び 富士宮 駅周辺 を都市 拠点と して配 置しま した。

また、吉原中 央駅・吉原本 町駅周 辺及び 新富 士駅周 辺を地 域拠点 として 配置し

ました 。

交通 軸とし ては、東西方 向では 、ＪＲ 東海道 新幹線、ＪＲ 東海道 本線、東名高

速道路、新東名 高速道 路、国 道１号、国道 469号 等 を、南北方 向では、国道 139号 、

ＪＲ身 延線等 を配置 しまし た。

その 他、産業拠 点、観光・レ クリエ ーショ ン拠 点を地 域特性 に応じ て配置 し、

これら 拠点が 交通軸 によっ て連携 した集 約連携 型都市 構造を 目指し ます。

第９ 号議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続い て、第 10号 議 案、岳 南広域 都市計 画区域 区分の 変更に

ついて 、御説 明しま す。議 案書は 143ペ ー ジ から 146ペ ー ジま でにな ります 。

議案 附図 19ペ ージ を御覧 くださ い。本 区域で は、新 たに依 田橋地 区を市 街化区

域に編 入する 予定で す。対象 の箇所 は、図面中 央の矢 印で示 す、富 士市南 端部の

田子の 浦港内 におい て、公 有水面 埋立事 業によ り新た に生じ た土地 であり、面積

は約 0.004ha、 約 40㎡ に なりま す。

田子 の浦港 は、一 級河川 沼川と 潤井川 の合流 点に建 設され た掘込 式港湾 で、昭

和 36年 に供用 開始、昭和 39年 に 重要港 湾に指 定さ れ、以来、岳 南地域 をはじ め、

静 岡 県 東 部 地 域 の 産 業 経 済 を 支 え る 物 流 拠 点 と し て 大 き な 役 割 を 果 た し て い る

港湾で す。

議案 附図 20ペ ージ を御覧 くださ い。

今回、市 街化区 域編入 する地 区は、現在、沼川 に放置 係留さ れてい るプレ ジャー

ボ ー ト 等 の 小 型 船 の 適 切 な 陸 上 保 管 を 目 的 に 、 海 か ら 陸 へ 船 を 引 き 揚 げ る た め
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の斜路 として 、公有 水面を 埋立て 造成さ れた土 地であ ります 。

なお、用途地 域に つきま しては、富士市 が工 業系の 用途地 域を指 定する 予定で

す。

議案 書の 146ペ ー ジを 御覧く ださい。今 回の市 街化区 域編入 により、岳 南広域

都市計 画区域 の市街 化区域 は、約 8,238.3haと な り ます。

第 10号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第 11号 議案、岳南 広域都 市計画 臨港地 区の変

更につ いて、御説 明しま す。議 案書は 147ペ ー ジから 150ペ ー ジ までに なりま す。

議 案 附 図 22ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 臨 港 地 区 に 新 た に 加 え る 地 区 は 先 ほ ど の

説明と 同じ、 埋め立 てによ って生 じた土 地約 0.004haで ご ざいま す。

臨港 地区の 変更に つきま しては、県港 湾局と 事前に 調整を 行い、港湾管 理者で

ある静 岡県知 事より 申し出 がされ た案に 基づい て、法 手続き を進め ていま す。

議 案 附 図 23ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 港 湾 法 に 基 づ き 、 港 湾 を 管 理 運 営 す る た

め、港湾 管理者 が臨 港地区 内に指 定する ことが できる 分区と して、商港区 を指定

する予 定です 。

商 港 区 は 、 旅 客 又 は 一 般 の 貨 物 を 取 り 扱 わ せ る こ と を 目 的 と す る 区 域 と さ れ

ていま す。分区 が指 定され ること により、建築 物やそ の他の 構築物 の規制 がかか

ること となり ます。

第 11号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

な お 、 こ れ ら の 案 件 に つ き ま し て 、 本 年 ５ 月 に 公 聴 会 開 催 の 公 告 を し ま し た

が、公 述申出 はなく 、公聴 会は開 催して おりま せん。また、10月 ７ 日から 22日 ま

での２ 週間、 縦覧に 供した ところ 、意見 書の提 出もあ りませ んでし た。

この ほか、富 士市 及び富 士宮市 からは、本案 が市の 基本構 想及び 都市計 画に関

する基 本的な 方針に 適合し ている との回 答をい ただい ており ます。

第９ 号議案、第 10号 議案、第 11号 議案 につい ての説 明は以 上です 。御審 議のほ

ど、よ ろしく お願い します 。

○森本会長 はい。そ れでは ただい まの説 明につ きまし て御意 見、御質問 をお受

けした いと思 います 。いか がでし ょうか 。はい 、早川 委員お 願いし ます。

○早川委員 ありが とうご ざいま す。岳南 地域の、特 に地域 ごとの 市街地 像とし
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て、今回 示され まし たＪＲ 富士駅 周辺地 区をは じめと した、商業業 務地域 として

指定さ れたこ とは高 く評価 したい と思い ます。特に現 在、Ｊ Ｒ富士 駅北口 の開発

は、もう 既に工 事も 始まり まして、地域が 非常 に期待 を寄せ ている ところ なんで

す が 、 こ の 工 事 が 駅 周 辺 だ け で 終 わ っ て し ま う の で は な い か と 心 配 を す る 声 も

伺い、そ うした 中で この富 士駅周 辺地区 という エリア として、商業 業務地 域とし

て指定 してい ただい ている という ことは 評価し たいと 思いま す。

そ こ で 都 市 施 設 の 整 備 に 関 す る 主 要 な 決 定 の 方 針 の 中 で 、 富 士 駅 北 口 交 通 広

場 を 10年 以 内 に 整 備 を 予 定 す る 施 設 と し て 指 定 す る と い う こ と も 大 き な 評 価 に

なるの ではな いかと 思って おりま すが、こう した 現在進 んでい る事業 も含め て、

岳 南 地 域 の 特 に 玄 関 口 に も な っ て く る 富 士 駅 北 地 域 を 中 心 と し た 事 業 の 期 待 さ

れる効 果です とか、都市構 造の形 成も目 指して いくと いうと ころの、県と しての

立 ち 位 置 と い う か 目 指 す と こ ろ を も う 少 し 詳 し く 教 え て い た だ き た い と 思 い ま

す。

○日野原都市計画課長 は い、お 答えい たしま す。

議案 書の 127ペ ー ジを 御覧く ださい 。

まず、市街地 にお ける建 物の密 度の構 成に関 する方 針とい うこと で、そ の２番

目 に 商 業 地 と 挙 げ て あ る 中 で 、 中 心 商 業 業 務 地 に 位 置 付 け る Ｊ Ｒ 富 士 駅 周 辺 と

いうこ とで、そ の地 域につ いて良 好な街 並み及 び都市 景観の 維持、形成な どにつ

い て も 配 慮 し つ つ 集 積 す る 高 密 度 な 土 地 利 用 を 図 る と い う こ と で 方 向 性 を 示 し

ており ます。

また、その 前の ページ 126ペ ー ジ になり ますけ れども、主 な都市 計画の 決定の

方針の 中の、主 要用 途の配 置の方 針とい う中で も、② 商業業 務地で ござい ますけ

れども、ＪＲ 富士 駅周辺 という ことで 挙げさ せてい ただい ており まして、商 業・

業 務 地 と し て き ち ん と 配 置 し ま す と い う こ と で の 位 置 づ け を 整 理 し て お り ま

す。今、事業 が進み 出して いる中 で、今後 関連 する都 市計画 を決定 するな ど出て

くると 思いま す。そ ういっ た中で、地元富 士市 さんと 地域が 事業を 進めて いく流

れにな ろうか と考え ており ます。

○早川委員 ありが とうご ざいま す。長年 の課 題であ ったま ちづく りでは 拠点と

なる構 想です ので、 丁寧に 地元と 計画を 進めて いただ きたい と思い ます。

もう １点質 問がご ざいま す。
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議案 の 142ペ ー ジの（ ３）の市街 地開発 事業 に関す る主要 な都市 計画の 決定の

方針の 中で、２）の 市街地 整備の 目標と いうと ころで 、基準 年次か らおお むね 10

年 以 内 に 実 施 す る こ と を 予 定 す る 市 街 地 開 発 業 務 事 業 と し て 、 神 戸 地 区 を 削 除

すると いう一 文がご ざいま す。こ の削除 する理 由につ いて、聞かせ いただ きたい

と思い ます。

○日野原都市計画課長 はい 。こち らにつ きまし ては、神戸地 区の市 街地開 発事業

ですけ れども 、完了 してい るとこ ろにな ります 。

先 ほ ど 施 設 に つ い て は 終 わ っ て も 記 載 し ま す と い う こ と で し た け れ ど も 、 こ

こは事 業の方 針であ り、事 業が完 了して いると いうこ とで、削除し たとい う状況

でござ います 。

○早川委員 ありが とうご ざいま した。

○森本会長 その ほかに いかが でしょ うか。 はい。 では増 田委員 お願い しま す。

○増田委員 富士宮 市駅前 の方に 住いし ており ます増 田と申 します 。

商店 街のこ とをさ せてい ただい ており ます。今、早 川先生 の御質 問があ りまし

た 富 士 の 駅 前 の と こ ろ は 大 変 気 に な る こ と と そ れ か ら 、 本 当 に 開 発 が し っ か り

と 進 ん で い た だ く に は ど う し た ら い い か と 思 っ て 私 達 周 辺 の 者 と し て も 注 目 を

集めて おりま す。今お 話を伺 いまし たので 、そ んなこ とで地 域の方 々に も、賑わ

いがで きるよ うな、また、利 便性の 高くな るよ うなま ちづく りの大 きな一 つの足

がかり になっ たらと 思って おりま す。

私達 富士宮 駅前な んです が、だ いぶ前 から計 画が進 んでお りまし て、思 ったよ

り も 順 調 な 感 じ な ん で す 。 門 前 町 と い う 景 観 に 寄 与 し て い く と い う こ と を 基 本

に、浅間 大社を 中心 にいろ んな世 界遺産 が動い ており ますの で、ほ かより も本当

に 伝 統 と か 伝 承 守 り な が ら し て い き た い ま ち づ く り と い う こ と で 進 め て ま い り

ます。 市行政 もその ような 形で箱 物も多 少考え ている ように 伺って おりま す。

だ か ら 適 正 な 立 地 の 適 正 な 計 画 を 地 域 の 者 に も 、 お 話 し い た だ く 機 会 を た く

さん設 けて、いろ んな方 からお 伺いす る機会 を作 ってい ただき たいと 思いま す。

これか らの商 業地と しては、「日 常生活 に密着 した」とここ にもあ りま すが、そ

こ も 合 わ せ な が ら ま た そ の 先 の 10年 20年 先 の 形 と い う の を 見 え る よ う な こ と で

考 え て い ら っ し ゃ る と は 思 い ま す が 、 変 化 の ス ピ ー ド が 早 い も の で す か ら な か

なか私 達の中 で追い ついて おりま せん。
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こう いうま ちづく りの中 で、コ ンパク トシテ ィとい うこと もあり ます。市街地

と、郊外 の大き い富 士宮市 なので、そうい う点 で交通 基盤の 整備は これか らどの

よ う に し て い っ た ら い い か と い う こ と で す 。 こ れ に 関 係 す る こ と も お 考 え い た

だ い て る よ う な ら お 話 し て い た だ け れ ば 助 か り ま す 。 す ご く 不 便 に な っ て お る

地域が 増えて おりま す。も う少し お答え いただ ければ と思い ます。

○海野都市局長 お答 えしま す。

コン パクト・プラス・ネ ットワ ークと 冒頭で お話を させて いただ きま した。人

口減少 が進む 中で、またま ちなか の空き 家空き 地問題 もある 中で、ある程 度の人

口密度 を維持 してい かない と、民 間の都 市機能、商店 である とか病 院であ るとか

そうい ったも のが移 転して しまい ますの で、あ る程度 人口密 度を維 持する、一方

で、郊外 部につ いては コンパ クト・プラス・ネッ トワー クの部 分で、鉄 道、バ ス、

公 共 交 通 な ど で し っ か り ネ ッ ト ワ ー ク を さ せ て い き ま す 。 ま た 運 転 手 不 足 の 問

題もあ ります が、並行 して公 共ライ ドシェ アの導 入であ るとか 、将 来的 には、自

動 運 転 な ど 、 コ ン パ ク ト と ネ ッ ト ワ ー ク を あ わ せ た 政 策 を 進 め て い き た い と 考

えてお ります 。以上 です。

○森本会長 よろしいでしょうか。

○増田委員 は い。

○森本会長 はい、そのほ かにい かがで しょう か。

はい 、お願 いしま す。佐 野委員 。

○佐野委員 民生委 員の佐 野です 。

出身 は富士 宮なの で関連 してお 話をさ せてい ただき ます。

ま ず 少 子 高 齢 化 の 進 展 、 特 に 少 子 化 が 郊 外 で 非 常 に 進 ん で る の か な と い う 形

をもっ てます。各市 町の中 で、学校 統合が どん どん今 話題に 上がっ てるま たは実

施がさ れてき ている。そう いう中 で、特に 郊外 につい ては学 校がな くなっ てくる

と、地 域コミ ュニ ティが なくな る、と 福祉も おろ そかに なって くると いう形 が、

なんか 少し心 配にな ってき ている。で、交通コ ミュニ ティ、自動運 転も含 めてい

ろんな 形で将 来的に はなっ ていく のかな と思っ ても、一応郊 外の方 ですと、高齢

化によ って免 許返納 になっ て、今 増田委 員が言 われる とおり に、町 なかの お祭り

に行く 手段が なくな ってい るとい うよう なこと もあっ て、なか なか高 齢者の 方、

または 子供が 集う場 所が減 ってき ちゃっ ている のかな と。
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そ れ ら を 含 め た 中 で 、 県 全 体 と し て も う 少 し 具 体 的 に ど う い う 形 で コ ン パ ク

ト シ テ ィ と そ の 結 ぶ 交 通 体 系 を ど う 補 助 し て い く の か 、 民 間 の バ ス 会 社 に 頼 っ

ている だけで は少し 難しい のかな という 形もあ ります んで、それを 含めて、御検

討いた だけれ ばと思 います のでよ ろしく お願い いたし ます。 以上で す。

○森本会長 はい。 では事 務局お 願いし ます。

○日野原都市計画課長 はい 。学校 の統廃 合であ るとか、今後 の人の 移動と いう部

分にな ろうか なと思 ってお ります 。

それ につい ては、私ど もも承 知して いる中 でこ の計画 のマス タープ ラン策 定、

変更と いうこ とで作 業をし ており ます。そうい った中 でも、コンパ クト化 をある

程 度 し て い く と い う こ と の 中 で 大 枠 の 方 針 で は あ り ま す け れ ど も 、 そ れ に 基 づ

い て ま た 市 と の 連 携 を 図 っ て い く と い う こ と 、 そ れ か ら 公 共 交 通 に つ い て も 先

ほ ど こ っ ち の 方 か ら 話 あ り ま し た け れ ど も 、 ネ ッ ト ワ ー ク と い う こ と で 上 手 に

繋いで いく、あるい は、ラ イドシ ェア等 の活用 も、と いうこ との中 でで すね、ま

た 地 域 に 寄 り 添 っ た 形 で 、 ま ち づ く り と い う こ と も 進 め ら れ れ ば と 考 え て お り

ます。 以上で ござい ます。

○森本会長 はい、よ ろしい でしょ うか。いか がでし ょうそ のほか にござ います

でしょ うか。

そ れ で は 意 見 が 出 尽 く し た よ う で ご ざ い ま す の で 採 決 に 入 り た い と 思 い ま

す。

第 ９ 号 議 案 第 10号 議 案 、 第 11号 議 案 に つ い て 原 案 を 了 承 す る こ と に 異 存 は ご

ざいま せんか 。

（「異 議なし 」の声 あり）

はい、異存 がない ようで すので 、第９ 号議案、第 10号 議案 、第 11号 議案 につい

ては原 案を了 承する ことと いたし ます。

○森 本 会 長 次 に 第 12号 議 案 及 び こ れ に 関 連 す る 13号 議 案 を 一 括 し て 上 程 い た

します 。事務 事務局 に説明 を求め ます。

○日野原都市計画課長 はい 。

そ れ で は 、 第 12号 議 案 志 太 広 域 都 市 計 画 の 区 域 マ ス の 変 更 と 第 13号 議 案 の 区

域区分 の変更 につい て、一 括して 御説明 します 。
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は じ め に 第 12号 議 案 で す が 、 議 案 書 は 151ペ ー ジ か ら 176ペ ー ジ ま で に な り ま

す。議 案書の 154ペ ー ジ 、及び 議案付 図の 25ペ ージ を御覧 くださ い。

焼津 市及び 藤枝市 の２市 で構成 される 本区域 は、静岡 県の中 部地域 に位置 し、

広 域 的 に は 東 京 と 名 古 屋 両 都 市 圏 の ほ ぼ 中 央 に あ り 、 新 東 名 高 速 道 路 や 東 名 高

速道路 の高規 格道路 が区域 を横断 し、そ のイン ターチ ェンジ や隣接 する島 田・榛

原 地 域 に 位 置 す る 富 士 山 静 岡 空 港 に よ り 、 静 岡 県 内 に お い て も 重 要 な 広 域 交 通

の要衝 として 位置づ けられ る地域 です。

近年 におい ては、本区域 の豊か な自然 環境や 景観、恵まれ た広域 交通の 利便性

のもと に、調 和のと れた生 活環境 の確保 と、地 域産業 の拡充・発展 、隣接 地域と

の連携 が求め られて おり、安 全・安心で 魅力あ る県土 の実現 を目指 す“ふ じのく

に”の フロン ティア を拓く 取組も 展開さ れてい ます。

これ らを踏 まえ、 本区域 におけ る都市 計画の 方向性 をとり まとめ ました 。

策 定 方 針 の 目 標 を 元 に 、 下 段 か ら 次 の ペ ー ジ に か け て 記 載 す る ６ 項 目 の 都 市

づくり の目標 を設定 してお ります 。

議案 付図の 25ペ ー ジをご 覧くだ さい。本区域 の将来 市街地 像とし て、焼 津駅周

辺及び 藤枝駅 周辺を 都市拠 点とし て配置 しまし た。

また、藤枝市 役所周 辺、藤枝市 岡部支 所周辺 、西焼 津駅周 辺を地 域拠点 として

配置し ました 。

交通 軸とし て、ＪＲ東 海道本 線、東 名高速 道路、新東 名高速 道路、国道１ 号、

国道 150号 等 を配 置しま した。

その 他、産業拠 点、観光・レ クリエ ーショ ン拠 点を地 域特性 に応じ て配置 し、

これら 拠点が 交通軸 により 連携し た集約 連携型 都市構 造を目 指しま す。

第 12号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第 13号 議案、志太 広域都 市計画 区域区 分の変

更につ いて、御説 明しま す。議 案書の 177ペ ー ジから 180ペ ー ジ までに なりま す。

議案 附図 26ペ ージ を御覧 くださ い。本 区域で は、新 たに岡 部町内 谷地区 を市街

化区域 に編入 する予 定です。対象の 箇所は 、資 料の赤 く着色 してい る地 区で、面

積は約 6.5haで す 。

議案 附図 27ペ ージ を御覧 くださ い。本 地区は、新東 名高速 道路の 藤枝岡 部イン
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タ ー チ ェ ン ジ や 国 道 １ 号 藤 枝 バ イ パ ス 内 谷 イ ン タ ー チ ェ ン ジ に 近 接 し て い る こ

とに加 え、本地 区に 接する 都市計 画道路 焼津 岡部線・三輪 立花線 の整備 が進ん

でいる ことか ら、交 通利便 性が今 後更に 向上し ます。

区 域 マ ス で は 、 東 名 高 速 道 路 及 び 新 東 名 高 速 道 路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ 周 辺 に

おいて、農林業 など との調 整を行 い、広域 道路 ネット ワーク を活か した流 通業務

系など 新たな 産業集 積を図 るとし ており、岡部 町内谷 地区は、その 産業拠 点とし

て位置 付けら れてい ます。ま た、周辺が 工業系 の用途 地域に 指定さ れて おり、本

地区と 一体的 に工業 的土地 利用を 図るこ とがで きます 。

以上 のこと から、交通優 位性の 高まり を活か した新 たな工 業地と して、適正な

土 地 利 用 の 誘 導 を 図 る 必 要 が あ る た め 、 本 地 区 を 市 街 化 区 域 に 編 入 す る も の で

す。

な お 、 市 街 化 区 域 編 入 す る 範 囲 の 大 部 分 が 農 地 で あ る た め 、 農 業 経 営 に 配 慮

し、代 替農地 を希望 する方 への農 地の斡 旋を行 ってい ます。

用途 地域に つきま しては、藤枝 市が周 辺用途 に合わ せ、工 業系の 用途地 域を指

定する 予定で す。地区 の境界 につき まして は、道路、河川等 の地形 地物と してい

ます。

第 13号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

なお、両案件 につき まして、本 年５月 に公聴 会開催 の公告 をしま した が、公述

申出が なく、公 聴会は 開催し ており ません 。ま た、10月 ７日 から 22日 まで の２週

間、縦 覧に供 したと ころ、意見書 の提出 もあり ません でした。この ほか、藤枝市

焼 津 市 か ら は 、 本 案 が 市 の 基 本 構 想 及 び 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 適 合

してい るとの 回答を いただ いてお ります 。

第 12号 、13号 議案に ついて の説明 は以上 です。御審 議のほ ど、よ ろしく お願い

します 。

○森本会長 はい、そ れでは 皆様の 方から 御質 問や御 意見を お受け したい と思い

ます。 いかが でしょ うか。

はい 、良知 委員お 願いい たしま す。

○良知委員 よろし くお願 いしま す。

今説 明がご ざいま したけ れども、この 議案に 対して ですけ ども、この地 区は本

当 に 発 展 を ず っ と 東 名 、 新 東 名 の 関 係 等 々 が あ る 中 で 、 高 規 格 道 路 等 々 あ る 中
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で、進 められ てきて おりま す。

そ う い っ た 中 で 藤 枝 市 の こ の 内 谷 地 区 に お い て で す け ど も 、 工 業 地 域 と い た

しまし てです けども、市街 化区域 ですけ ども、そうい った編 入する という 説明が

あ り ま し た け ど も 、 そ の 編 入 後 の 整 備 の 予 定 を ど う い う ふ う に し て い く の か ま

ず伺い たいの と、あ とは言 うまで もなく この地 区には ですけ ども、県道燒 津岡部

線がご ざいま して、かなり 前から 10年 20年 前か らです けども、この 道路の 要整備

計 画 ず っ と 入 っ て き て る わ け で ご ざ い ま す け ど も 、 そ れ に 合 わ せ て こ の 隣 接 の

関 係 も ご ざ い ま す の で 、 そ の 辺 に つ い て の 状 況 を 教 え て い た だ け れ ば と 思 い ま

す。

○森本会長 はい、 事務局 お願い します 。

○日野原都市計画課長 議案 附図の 27ペ ー ジを 御覧く ださい 。

今 現 在 の 拡 大 す る と こ ろ に つ い て 赤 色 で 着 色 し て ご ざ い ま す 。 こ の 周 辺 の 道

路 の 整 備 と い う こ と で ご ざ い ま す け れ ど も 、 ま ず 隣 接 地 に あ た る 部 分 に つ い て

は、事業 に合わ せて 整備し ていく という ような 方針で ござい まして、間に 合うよ

うに整 備され ている という ふうに 認識を してお ります 。以上 でござ います 。

○森本会長 はい、 良知委 員。

○良 知 委 員 燒 津 岡 部 線 の 方 の 検 討 は ？ な ぜ か と い う と 、 焼 津 側 か ら い い ま す

と、 150号 バ イ パスに なりま すけど 、やっぱ り冠水 したり ですと か、そん な関係

で 県 道 上 っ て 結 構 走 っ て い く 関 係 で 、 あ と は 工 業 団 地 が あ る も の で す か ら 、 結

構、通勤 の中で あそ こを縫 って入 ってい くとか、いろ んなこ とがあ る中で はここ

の沿道 の道路 整備の 関係も 、どん なよう になっ ていく のか。

○日野原都市計画課長 はい、大 変失礼 いたし ました 。

今 委 員 の 方 で お 話 が あ り ま し た 県 道 燒 津 岡 部 線 と い う こ と で お 話 を さ れ て た

んです けれど も、今、多分こ ちらに 斜め右 下の 方に抜 ける道 路のこ とでよ ろしい

でしょ うか。

今 現 在 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・ ７ 号 燒 津 岡 部 線 と 記 載 し て い る 部 分 で ご ざ い ま

す。こち らにつ いては、両 市の方 で、今都 市計 画決定 してい るとい うよう な状況

の中で、ちょっ と今 後の整 備につ いては、まだ それぞ れ市の 中でど ういう ふうに

な っ て る の か っ て こ と を 確 認 し て い か な き ゃ い け な い と い う よ う な 状 況 で ご ざ

いまし て、今の 自分、こちら の事務 局の中 で今 見えて ないと いうと ころで はござ
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います 。

た だ 必 要 性 も あ る と い う こ と で は 認 識 は 多 分 さ れ て い る と 思 い ま す の で 、 ま

た 整 備 の 方 を ど う さ れ て い く の か と い う こ と を 確 認 し て い く こ と か な と い う ふ

うに思 ってお ります 。

少 し 答 え が 足 り な い 部 分 が あ る か も し れ な い で す け れ ど も 、 今 後 ま た 状 況 を

確認し ながら、まち づくり として も、都市 計画 決定し ている という ことの 中では

必 要 な 道 路 で ご ざ い ま す の で 、 ま た 確 認 調 整 し て い き た い と い う ふ う に 思 っ て

おりま す。

○良知委員 あの何 い っ て い る か と 言 う と 、 私 も あ の 当 時 市 会 議 員 を ず っ と や っ

てまし てね、30年 以上前 からこ のいっ ぱい質 問や らして もらっ たこと があっ て、

なかな かこれ がこう 地元の 方々に してみ たら、この藤 枝市さ んの方 は、今 回のこ

ういう 整備計 画があ る中で、この ような 道路が 繋がっ ていか ないと、その 辺のア

ク セ ス が う ま く 、 ま た 同 時 に 燒 津 側 の 方 の い わ ば 道 路 側 と し て も い ろ い ろ 隣 接

する方 もいる と、い ろいろ な課題 が出て くるの かなっ て思い まして。これ が別に

今 ど う の こ う の っ て 、 答 弁 持 ち 帰 る 必 要 も ご ざ い ま せ ん の で 、 す い ま せ ん け ど

も、よ ろしく お願い したい と思い ます。

○森本会長 はい、個 別の路 線の整 備計画 でござ います ので、事務 局の方 で改め

て 確 認 を し て い た だ い て 、 直 接 良 知 委 員 に 報 告 を す る と い う よ う な 形 で 進 め て

いただ きたい と思っ ており ますが 、よろ しいで しょう か。

○日野原都市計画課長 はい 。その ように 対応さ せてい ただき ます。よろし くお願

いしま す。

○森本会長 はい、 それ以 外にい かがで しょう か。

特 に な け れ ば 採 決 に 入 り た い と 思 い ま す 。 第 12号 議 案 及 び 第 13号 議 案 に つ き

まして は原案 を了承 するこ とに異 存ござ いませ んでし ょうか 。

（「異 議なし 」の声 あり）

はい。依存が ないよ うでご ざいま すので 、第 12号 議 案、第 13号 議 案につ いては

原案を 了承す ること といた します 。

続 き ま し て 14号 議 案 お よ び こ れ に 関 連 す る 第 15号 議 案 を 一 括 し て 上 程 い た し

ます。
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事務 局に説 明を求 めます 。

○日野原都市計画課長 はい 。

そ れ で は 、 第 14号 議 案 磐 田 都 市 計 画 に お け る 区 域 マ ス の 変 更 と 第 15号 議 案 の

区域区 分の変 更につ いて、 一括し て御説 明しま す。

は じ め に 第 14号 議 案 で す が 、 議 案 書 は 181ペ ー ジ か ら 204ペ ー ジ ま で に な り ま

す。

議案 書の 184ペ ー ジ、議案 付図の 30ペ ー ジを 御覧く ださい。本 区域は 、静岡県

西 部 の 天 竜 川 左 岸 に 位 置 し 、 遠 州 灘 に 面 し た 平 野 部 と 磐 田 原 台 地 及 び 北 部 の 山

間地に 囲まれ 、豊か な自然 環境を 有して います 。

ま た 、 本 区 域 内 に は 国 土 レ ベ ル の 交 通 軸 で あ る 東 名 高 速 道 路 、 新 東 名 高 速 道

路、国 道 1号 、国道 150号 、Ｊ Ｒ東海 道新幹 線、ＪＲ 東海道 本線な どが東 西に通 り、

本区域 はこれ らの交 通軸に より、隣接す る浜松 都市計 画区域、中遠 広域都 市計画

区域な どと密 接に関 係しな がら発 展して きまし た。

これ を踏ま え、本 区域に おける 都市計 画の方 向性を とりま とめま した。

策 定 方 針 の 目 標 を 元 に 、 下 段 に あ り ま す ６ 項 目 の 都 市 づ く り の 目 標 を 設 定 し

ており ます。

議案 付図の 30ペ ー ジを御 覧くだ さい。本区域 の将来 市街地 像とし て、磐 田駅周

辺を都 市拠点 として 配置し ました 。

また、福田支 所周辺、竜 洋支所 周辺、豊 田町 駅周辺 及び御 厨駅周 辺を地 域拠点

として 配置し ました 。

交通 軸とし て、東名高 速道路、新東 名高速 道路、ＪＲ 東海道 本線、国道１ 号、

国道 150号 バ イパ ス等を 配置し ました 。

その 他、産業拠 点、観光・レ クリエ ーショ ン拠 点を地 域特性 に応じ て配置 し、

これら 拠点が 交通軸 により 連携し た集約 連携型 都市構 造を目 指しま す。

第 14号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第 15号 議案、磐田 都市計 画区域 区分の 変更に

ついて 、御説 明しま す。議 案書は 205ペ ー ジ から 208ペ ー ジま でにな ります 。

議案 書 206ペ ー ジを御 覧くだ さい。本区 域の区 域区分 につい ては、現状 の市街

化区域 から変 更なし として います 。
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第 15号 議案 につい ての御 説明は 、以上 です。

なお、両案に つきま して、本年 ５月に 公聴会 開催の 公告を しまし たが、公述申

出がな く、公聴会 は開 催して おりま せん。また、10月 ７日 から 22日 まで の２週 間、

縦覧に 供した ところ 、意見 書の提 出もあ りませ んでし た。

磐 田 市 か ら は 、 本 案 が 市 の 基 本 構 想 及 び 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 適

合して いると の回答 をいた だいて おりま す。

第 14号 議案 及び 15号 議案 につい ての説 明は以 上です。御審 議のほ ど、よ ろしく

お願い します 。

○森本会長 はい、た だいま の説明 につき まして 御意見、御 質問ご ざいま すでし

ょうか 。

特 に な い よ う で ご ざ い ま す の で 採 決 に 移 り た い と 思 い ま す 。 第 14号 議 案 及 び

第 10号 議案に つきま して原 案を了 承する ことに 異存は ござい ません か。

（「異 議なし 」の声 あり）

はい、異存は ないよ うでご ざいま すので 、第 14号 、第 15号 議案に ついて は原案

を了承 するこ ととい たしま す。

次 に 第 16号 議 案 及 び こ れ に 関 連 す る 第 17号 議 案 を 一 括 し て 上 程 い た し ま す 。

事務局 に説明 を求め ます。

○日野原都市計画課長 それ では、第 16号 議 案の 湖西都 市計画 におけ る区域 マスの

変 更 と 第 17号 議 案 の 区 域 区 分 の 変 更 に つ い て 、 関 連 す る 案 件 で す の で 一 括 し て

御説明 します 。

は じ め に 第 16号 議 案 で す が 、 議 案 書 は 209ペ ー ジ か ら 233ペ ー ジ ま で に な り ま

す。

議案 書の 212ペ ー ジ、議案 付図の 32ペ ー ジを 御覧く ださい。本 区域は 、静岡県

の最西 端に位 置し、浜 名湖、遠州 灘、湖西 連峰 などの 雄大な 自然環 境の恩 恵を大

いに受 けると ともに、太 平洋ベ ルト地 帯の一 端と しての 歴史的 発展経 緯の中 で、

様々な 文化を 育みな がらゆ とりあ る都市 圏を形 成して きまし た。

ま た 、 県 西 部 の 政 令 指 定 都 市 で あ る 浜 松 市 と 愛 知 県 東 部 の 中 核 都 市 で あ る 豊

橋市に 接して いるた め両都 市圏と のつな がりが 強く、さらに、三遠 南信自 動車道

の整備 による 三遠南 信地域 との新 たな連 携・交 流への 期待や、浜松 湖西豊 橋道路
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の整備 により 、さら なる広 域交通 ネット ワーク の強化 が望ま れてお ります 。

これ らを踏 まえ、 本区域 におけ る都市 計画の 方向性 をとり まとめ ました 。

策 定 方 針 の 目 標 を 元 に 、 下 段 に あ り ま す ６ 項 目 の 都 市 づ く り の 目 標 を 設 定 し

ており ます。

議案 付図 33ペ ージ を御覧 くださ い。本 区域の 将来市 街地像 ですが、鷲津 駅周辺

を都市 拠点と して配 置しま した。

また 、新所 原駅周 辺、新 居町駅 周辺を 地域拠 点とし て配置 しまし た。

交通 軸とし て、南北方 向では、国道 301号 等 を、東 西方向 では、ＪＲ東 海道本

線、浜 松湖西 豊橋道 路、国 道１号 等を配 置しま した。

その 他、産業拠 点、観光・レ クリエ ーショ ン拠 点を地 域特性 に応じ て配置 し、

これら 拠点が 交通軸 により 連携し た集約 連携型 都市構 造を目 指しま す。

第 16号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

○日野原都市計画課長 続き まして 、第 17号 議案 の、湖 西都市 計画 区域区 分の変

更につ いて、御説 明しま す。議 案書は 234ペ ー ジから 237ペ ー ジ までに なりま す。

議案 附図 33ペ ージ を御覧 くださ い。本 区域で は、新 たに大 沢地区 と内山 地区を

市 街 化 区 域 に 編 入 す る 予 定 で す 。 対 象 の 箇 所 は 、 資 料 の 赤 く 着 色 し て い る 地 区

で、大 沢地区 は面積 約 4.9ha、 内 山地 区は面 積約 5.4haに な り ます。

議案 附図 34ペ ージ を御覧 くださ い。区 域マス では、都市計 画道路 大倉戸 茶屋松

線 の 沿 線 一 帯 を 、 新 た な 産 業 の 立 地 を 促 進 す る 産 業 拠 点 と し て 位 置 付 け て お り

ます。

両地 区とも、 この 沿線に 位置し、 国道 １号や 国道 301号 へ のア クセス に優れ 、

加えて、津波被 害が 想定さ れない 内陸部 に位置 し、地 震時に おける 影響が 少ない

地区と なって おりま す。

ま た 、 大 沢 地 区 南 側 の 浜 名 湖 西 岸 地 区 に お い て は 既 に 工 業 地 の 形 成 が 始 ま っ

ており ます。本 地区 に産業 機能を 集積す ること で、工 業の利 便性の 増進に つなが

ります 。

議案 附図 35ペ ージ を御覧 くださ い。大 沢地区 の詳細 図にな ります 。

本 地 区 は 交 通 優 位 性 及 び 防 災 性 に 優 れ た 新 た な 工 業 地 と し て 、 適 正 な 土 地 利

用の誘 導を図 る必要 がある ため、 市街化 区域に 編入す るもの となり ます。
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地区の 境界に つきま しては 、道路 、河川 等の地 形地物 として います 。

議案 附図 36ペ ージ を御覧 くださ い。大 沢地区 の土地 利用計 画図に なりま す。

地 区 内 の 道 路 の 適 正 な 配 置 や 周 辺 環 境 に 配 慮 し た 計 画 的 な 土 地 利 用 の 誘 導 等

を目的 に、湖 西市が 地区計 画の都 市計画 決定を 予定し ており ます。

本 地 区 は 、 赤 線 で 囲 っ た 市 街 化 区 域 に 編 入 す る 区 域 と 合 わ せ て 東 側 に 隣 接 す

る市街 化区域 の土地 も一体 の土地 利用が され、工 業用地 のほか 、公 園、調 整池の

造成が 行われ る予定 です。

なお、用途地 域に つきま しては、湖西市 が工 業系の 用途地 域を指 定する 予定で

す。

議案 附図 37ペ ージ を御覧 くださ い。内 山地区 の詳細 図にな ります 。

内山 地区に つきま しても、大沢 地区と 同様、交通優 位性及 び防災 性に優 れた新

たな工 業地と して、適正な 土地利 用の誘 導を図 る必要 がある ため、市街化 区域に

編入す るもの となり ます。地 区の境 界につ きまし ては、道路 、斜面 地と平 地の境

界等の 地形地 物とし ていま す。

議案 附図 38ペ ージ を御覧 くださ い。内 山地区 の土地 利用計 画図に なりま す。

大 沢 地 区 と 同 様 、 地 区 内 の 道 路 の 適 正 な 配 置 や 周 辺 環 境 に 配 慮 し た 計 画 的 な

土 地 利 用 の 誘 導 等 を 目 的 に 、 湖 西 市 が 地 区 計 画 の 都 市 計 画 決 定 を 予 定 し て お り

ます。

本 地 区 は 、 赤 線 で 囲 っ た 市 街 化 区 域 に 編 入 す る 区 域 と 合 わ せ て 東 側 に 隣 接 す

る市街 化区域 の土地 も一体 の土地 利用が され、工業用 地、調 整池の 造成が 行われ

る予定 です。

なお、用途地 域に つきま しては、湖西市 が工 業系の 用途地 域を指 定する 予定で

す。

議案 書の 237ペ ー ジを 御覧く ださい。今 回の市 街化区 域編入 により、湖 西都市

計画区 域の市 街化区 域は、 約 1,249.3haと な ります 。

第 17号 議案 につい ての説 明は、 以上で す。

なお、両案件 につき まして、本 年５月 に公聴 会開催 の公告 をしま した が、公述

申出は なく、公 聴会は 開催し ており ません 。ま た、10月 ７日 から 22日 まで の２週

間、縦 覧に供 したと ころ、 意見書 の提出 もあり ません でした 。

湖 西 市 か ら は 、 本 案 が 市 の 基 本 構 想 及 び 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 に 適
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合して いると の回答 をいた だいて おりま す。

第 16号 議案、17号 議 案につ いての 説明は 以上で す。御審議 のほど 、よろ しくお

願いし ます。

○森本会長 はい。ただ いまの 事務局 の説明 につき まして、皆様 の方か ら御質 問、

御意見 ありま したら お願い したい と思い ます。

では 佐野委 員、お 願いし ます。

○佐野委員 私の方 から２ 点お願 いをし たいと 思いま す。

ま ず 内 山 地 区 の 方 で す け ど も 、 こ の 計 画 と い い ま す と 東 側 に 浜 名 特 別 支 援 学

校がご ざいま す。

こ の 地 図 か ら い き ま す と 高 台 に 開 発 さ れ る の か な と い う 感 じ で 受 け 取 っ て お

ります のと、附 図の 38ペ ー ジです と、そち ら側 には緑 地計画 がされ ていな いとい

うこと もあり まして、特別支 援学校 ですの で、その辺 の騒音 である とか、大気汚

染であ るとか、環 境への 配慮、こ れらに ついて、御検討 なり制 限がさ れるの か、

誘致さ れる工 場等で 制限を 設ける のかど うか。

そ れ か ら も う 一 点 は 、 こ の 大 沢 地 区 は こ れ の 上 部 北 側 に な る か と 思 う ん で す

けども、そこの 用地 が既に 工場化 されて るよう ですけ どそこ を拡大 する形、ただ

地図を 見ます とその 東、北 東とな ります か、そ こは大 きな住 宅地域 になっ ている

という 部分が 見えま す。道 路的に は大倉 戸茶屋 松線で、国道 １号線 に繋が る主要

道路に なるの かなと。この辺 の道路 整備、渋滞 状況、その辺 も勘案 された 計画に

なって いるの か。こ れは市 の方の お話に なるの かもし れませ んけど も、そ れを含

めて県 の御回 答をい ただけ ればと 思いま す。よ ろしく お願い いたし ます。

○日野原都市計画課長 はい 、回答 いたし ます 。

まず 始めに 議案附 図の 38ペ ージ を御覧 くださ い。

先ほ ど説明 しまし た内山 地区の 土地利 用計画 図にな ります 。

内山 地区に つきま しては、周辺 地域の 環境に 配慮し つつ、土地利 用を図 る地区

として 市街化 区域の 編入と 合わせ まして、騒 音、振動、粉塵 、臭気 など生 活環境

悪 化 の お そ れ の あ る 工 場 の 立 地 を 制 限 す る 地 区 計 画 、 先 ほ ど 説 明 し ま し た け ど

も地区 計画を 定める として おりま す。

着色 してあ るとこ ろが、開発区 域なり ますけ れども、先ほ どお話 ありま した東

側の特 別支援 学校と の間に は、図 面で少 し見に くいで すが、のり面 がござ いまし
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て、そ ののり 面につ いては 造成後 も残る 予定と してお ります 。

この のり面 は水平 距離で 30ｍ 以 上幅が ござい まして、また 開発基 準の中 で、今

後立地 する工 場等は、開発 区域の 境界か ら 10ｍ 以上離 される という ことで、建築

さ れ る と い う こ と で ご ざ い ま し て 、 工 場 と 学 校 敷 地 は 40ｍ 以 上 離 れ る こ と に な

ります 。

そう いった 中で、 支援学 校への 影響は 軽減さ れるも のと考 えてお ります 。

また、湖西市 が本 案件、今 回の案 件につ きま して特 別支援 学校の 方にも 説明に

も 出 向 い て お り ま す 。 そ う い っ た 中 で 理 解 が 得 ら れ て い る と い う ふ う に 聞 い て

おりま す。以 上でご ざいま す。

続 き ま し て 、 議 案 附 図 の 36ペ ー ジ 、 ２ 番 目 の 質 問 に 対 し て の 答 え で ご ざ い ま

す。

大沢 地区に つきま しては、市街化 区域に 編入後 、工 業立地 が進む とと もに、先

ほ ど お 話 あ り ま し た 南 北 を 通 り ま す 、 都 市 計 画 道 路 大 倉 戸 茶 屋 松 線 の 整 備 が 予

定され ている ような 地区で ござい ます。

こ の 周 辺 の 今 後 の 交 通 と い う こ と で ご ざ い ま す け れ ど も 、 湖 西 市 に お き ま し

て、令和 ３年度 以降 に、地区 の周辺 の住民 の方 と複数 回のワ ークシ ョップ を開催

して意 見交換 をして いる状 況でご ざいま す。その 中で出 た住民 の皆様 の御意 見、

あるい はまた 公安委 員会、道路管 理者の 関係者 等の意 見を踏 まえて、周辺 の住民

が 利 用 し や す い 道 路 整 備 を 検 討 し て い る と 湖 西 市 の 方 か ら も 聞 い て お り ま す 。

説明は 以上で す。

よろ しくお 願いい たしま す。

○森本会長 よろし いでし ょうか

○佐野委員 ありが とうご ざいま した。

○森本会長 そのほ かいか がでし ょうか 。

はい 。お願 いしま す。阿 部委員 。

○阿部委員 ちょっ と後学 のため にここ に限ら ず教え ていた だきた いん ですが、

大沢地 区で、鉄道 用地、新幹線 ですが、こ れが計 画変更 に含ま れてま す。こ れ、

新幹線 のとこ ろは新 幹線な ので、区分変 更にな ると税 金課税 対象の ことと か、そ

う い う の も あ る の か な と 思 い ま す の で 、 ち ょ っ と 後 学 の た め 教 え て い た だ き た

いなと。含ん だ訳と 、含ま なくて もいい のか、含むべ きなの か、よ ろしく お願い
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します 。附図 の 36が わかり やすい ですね 。

○日野原都市計画課長 はい 御説明 します 。附図 の 36ペ ージを 御覧い ただけ ればと

思いま す。

今 回 指 定 す る エ リ ア が 赤 で 囲 っ た エ リ ア に な り ま す け れ ど も 、 そ の 南 側 が 先

ほど説 明しま した既 に浜名 湖西岸 地区と いうこ とで、土地利 用、市 街化区 域にな

ってい るとこ ろでご ざいま す。

議 案 の 附 図 の 34ペ ー ジ を 見 て い た だ い た 方 が わ か り が い い の か も し れ な い の

ですが、今回都 市計 画に定 めるに 当たっ て、こ の南側 の地区 との接 続をす るとい

う こ と で 繋 げ る と い う よ う な 形 で 、 や る と い う こ と で 、 新 幹 線 の 区 域 に つ い て

も、都 市計画 に入れ ており ます。

○海野都市局長 補 足 説 明 し ま す け ど 、 課 税 対 象 に な る か と い う こ と な ん で す け

ど、基 本的に 区域区 分は、道路、河 川、鉄 道用地 も含め まして 、面 的に編 入しま

す。区域 区分イ コー ル課税 対象で はなく て、お そらく 都市計 画税の ことを 言われ

てるか と思う んです けど、都市計 画税に つきま しては 固定資 産の 0.3％ 、0.2％ で

あると か、市の 条例 で税率 は決め るんで すが、あくま でも固 定資産 に対す る課税

が対象 になり ますの で、元 々減免 対象の、公共 用地な ど減免 対象の ところ は課税

はされ ないこ ととな ります 。よろ しいで しょう か。

○阿部委員 了解し ました 。あり がとう ござい ました 。

○森本会長 ほかに いかが でしょ うか。

それ では意 見も出 尽くし たよう ですの で採決 に移り たいと 思いま す。

第 16号 議 案 及 び 第 17号 議 案 に つ き ま し て 原 案 で 了 承 す る こ と に 異 存 は ご ざ い

ません か。

（「異 議なし 」の声 あり）

はい、異存が ないと いうこ とでご ざいま すので 、第 16号 、17号 議 案につ きまし

ては原 案を了 承する ことと いたし ます。

長 丁 場 で は ご ざ い ま し た が 本 日 付 議 を し ま し た 議 案 の 審 議 は 以 上 で 終 了 で ご

ざいま す。

審 議 結 果 に つ き ま し て は 原 案 通 り 異 存 の な い と い う こ と で ご ざ い ま す の で 、

こちら の方を 知事に 答申さ せてい ただき ます。
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では 続いて 次第の ３報告 事項に 移りま す。

報告 １に記 載され た事項 につい て事務 局から 説明を お願い いたし ます。

○日野原都市計画課長 それで は浜松 湖西豊 橋道路 につき まして は、今後、県が都

市 計 画 決 定 す る 予 定 で あ る こ と か ら 、 現 状 を 、 こ の 審 議 会 に 御 報 告 し て お り ま

す。

本日 は、先月 開催 しまし た、本道 路の都 市計 画原案 の説明 会の開 催状況 につい

て御報 告いた します 。

黄色 の表紙 の報告 資料の ２ペー ジをご 覧くだ さい。はじめ に、本 道路の 概要で

す。本道路 は、浜松 市の東 名高速 道路三 ヶ日 JCTを 起 点と し、湖西 市を経 由して

愛知県 豊橋市 の三河 港まで を結ぶ 延長約 28kmの 高 規格 道路で す。

この うち、浜 松市区 間は政 令市で ある浜 松市が 、湖 西市区 間は静 岡県 が、愛知

県区間 は愛知 県が都 市計画 決定す るよう、連 携し ながら 手続き を進め ていま す。

３ペ ージを 御覧く ださい。本 道路は、三遠 地域 内の交 流を促 進する ととも に、

地 域 内 の 物 流 交 通 の 発 展 、 災 害 リ ス ク の 改 善 及 び 観 光 エ リ ア の 連 絡 機 能 強 化 等

に 寄 与 し 、 こ の 地 域 は 多 く の 産 業 が 集 積 し 、 農 産 物 の 一 大 生 産 地 で あ る こ と か

ら、地 域の期 待は非 常に大 きいも のがあ ります 。

４ ペ ー ジ を 御 覧 く だ さ い 。 本 道 路 に 係 る 都 市 計 画 及 び 環 境 影 響 評 価 手 続 き に

ついて です。

環境 影響評 価手続 きでは、令和 ６年７ 月に環 境影響 評価方 法書の 公告・縦覧や

説明会 を開催 しまし た。こ の状況 につい ては、昨年 10月 開催 の審議 会にお いて御

報告済 です。

今回 は、下 の都市 計画決 定手続 きの都 市計画 原案説 明会に なりま す。

５ペ ージを 御覧く ださい。今回 の説明 会は、国が詳 細なル ートを 作成し たこと

を受け 、都市 計画原 案を作 成し、 市主催 の説明 会を開 催した もので す。

説明 会では、都市計 画に定 めよう とする 道路の 位置、区域 、構造 等を地 域の方

々に提 示・説 明し、 御意見 等を伺 いまし た。

浜松 市開催 分を含 めて４ 回開催 し、350人 を 超える 方々に 御参加 いただ きまし

た。

なお 、現在 、事業 者は未 定です 。

６ペ ージを 御覧く ださい 。都市 計画原 案の概 要につ いて説 明いた します 。
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都市 計画道 路の名 称は浜 松湖西 豊橋道 路で、４車 線、代表幅 員 22.0mの 自 動車

専用道 路です 。湖西 市区間 の計画 延長は 約 5.9kmで す 。

また、湖西市 内に インタ ーチェ ンジ１ 箇所を 配置す る計画 です。ルート 及び標

準断面 図はお 示しの とおり です。

７ペ ージを 御覧く ださい。原案の 詳細に ついて 、都 市計画 道路の 位置、区域を

示す上 段の「計 画図」と、計 画図作 成の参 考に した下 段の概 略道路 計画平 面図を

提示し、説明を 行い ました。赤で示 してい る部 分が都 市計画 決定す る道路 の範囲

で、下 段の参 考図に は、盛 土、切 土等の 法面、 トンネ ルなど を示し ていま す。

８ペ ージを 御覧く ださい。最 後に、説明会 で出 された 主な意 見でご ざいま す。

意見に つきま しては 記載の とおり でござ います 。

記載 の中で 懸案等 の意見 がござ います けれど も、地域 住民の 懸念に 対して は、

地 域 と 意 見 交 換 会 を 開 催 す る な ど 柔 軟 に 対 応 し て い く と 回 答 し て お り ま す 。 今

後、湖西 市とと もに 地域の 意見を 聴き取 りなが ら、地 域にと っても より良 い計画

となる よう、 対応し てまい ります 。

説明 は以上 になり ます。 よろし くお願 いしま す。

○森本会長 ありが とうご ざいま す。

た だ い ま の 報 告 に つ き ま し て 皆 さ ん の 方 か ら 御 意 見 、 御 質 問 ご ざ い ま す で し

ょうか 。

よろ しいで しょう か。

特に ないよ うでご ざいま すので 報告事 項は以 上で終 了いた します 。

本 日 予 定 し て い た 議 題 は こ れ で 全 て 終 了 い た し ま し た 。 皆 様 の 御 協 力 の お か

げで円 滑に進 行でき ました ことを 改めて お礼申 し上げ ます。

それ では私 の司会 を事務 局にお 返しい たしま す。

○司会 あり がとう ござい ました 。

ここ で１点 報告が ござい ます。本日 Webに よ り出席 いただ いてい た鈴木 緑委員

でござ います が、急 用がで きたと いうこ とで、15時 に 退席を いたし ました ので報

告いた します 。

次回 の御会 議につ いて御 案内い たしま す。

次回 は、来年 ２月 19日 木 曜日午 後１時 30分 か ら、今 度は県 庁別館 の会議 室にて

開催を 予定し ており ますの で、委 員の皆 様、よ ろしく お願い いたし ます。
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そ れ で は 以 上 を も ち ま し て 、 第 191回 静 岡 県 都 市 計 画 審 議 会 を 閉 会 い た し ま

す。

本日 は誠に ありが とうご ざいま した。

午後４時15分閉会


